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２０２７年国際園芸博覧会 

環境影響評価準備書に関する指摘事項等一覧 

 

※表中のアンダーラインの部分は、前回（第 17 回）審査会における追加の指摘事項等を示しています。 

■事業計画について （土地区画整理事業は「区画事業」、公園整備事業は「公園事業」と示します。） 

項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-1-1 

地下水の揚水は一切行わないと

のことですが、例えば調整池に染み

出してくる水や相沢川の市の保全

対象地域に引き込む過程で入って

くる可能性がある染み出してくる

地下水のようなものの活用の観点

は入らないですか。 

［11/2 審査会］ 

暗渠化等を行うと、周辺から水

が寄せられて、管渠やボックスカ

ルバートの辺りに水が集まるケー

スは認識しています。 

まずは出てきた水の量を確認す

る必要がありますが、施工や場所

によって異なります。たくさん出

てきた場合には、利用可能な水質

であれば生物の生息空間への利用

等も考えられるかもしれません。

まだ着工前で、どのくらい水が出

てくるのか判断できないので、今

の段階では何とも言えない状況で

す。      ［11/2 審査会］ 

説明済 

［11/2 審査会］ 

例えば、ポンプアップした地下水

を環境用水として足すようなこと

が行われていますが、それは一切行

わないのですか。そうすると、乾燥

化しやすくなるのではないかと懸

念しました。 

［11/2 審査会］ 

この表現は、強制的にポンプア

ップして水を揚水し、それを使っ

て散水するような使い方はしない

ということです。予期せずに水が

出てきた場合には、何らかの形で

対応しますが、ｐＨ等の水質によ

っては散水等に使えない場合もあ

り、現場で確認しながら、利用す

るかを判断していくと理解してい

ます。     ［11/2 審査会］ 

承知しました。  

［11/2 審査会］ 
－ 

A-2-1 

全体的に、「検討したいと考えて

いる」や「対応できれば対応したい

と考えている」という回答が多く、

ここでしっかり議論しても、実際の

対応が確実に履行される保証が見

えず、考えていただけになる可能性

も感じます。議事録も残りますし、

市民に公開されるので、そこを明示

された方がいいかと思います。事業

全体で確実に決まっていないこと

が多く、「検討したいと考えている」

と発言が留まっていますが、どのよ

うに考えているか聞きたいです。 

［12/19 審査会］ 

記載の内容については、しっか

りと履行していきます。保全のた

めの措置にも「適切に処理しま

す」、「選定します」と示していま

すので、説明で「考えていきます」

という言葉を多用したとしたら大

変申し訳ないと思います。しっか

りやっていきたいと思います。 

［12/19 審査会］ 

－ 

確実に言っていただき、少し安心

できました。傍聴者の数は限られて

いますが、議事録は市民全体が見て

いるという意識を持って取り組ん

でほしいと思います。 

［12/19 審査会］ 

－ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-3-1 

説明会で、「横浜市で基盤整備等

が実施されて、保全対象種の生息・

生育環境等が創出されます」と答え

ていますが、区画事業によって、土

地が全面的に改変されることを説

明した上での話でしょうか。前提条

件を説明しないと、誤解を招く回答

だと思いました。いかがでしょう

か。 

［12/19 審査会］ 

説明会でのパワーポイント資料

で、区画事業が何をやり、公園整

備事業が何をやるかという工事の

ステップも説明した上で、回答し

ています。 

［12/19 審査会］ 

説明済 

［12/19 審査会］ 

A-4-1 

説明会で、騒音の御心配に答えて

いますが、営業施設から十分な離隔

が「とれるようにしたいと考えてい

ます」と、先ほどの指摘ではないで

すが、本当に離隔が取られるか少し

不安な表現になっています。十分な

離隔がどれくらいの距離なのかは

説明されているということですか。 

［12/19 審査会］ 

説明会時の資料で、大きな音が

出る催事を行う場所を明示し、細

谷戸団地からどのくらい離れてい

るかを示した上で説明していま

す。どこを調査地点にしたときに、

どういう騒音になるかも見せなが

ら説明しています。 

［12/19 審査会］ 

説明済 

［12/19 審査会］ 

A-5-1 

毎回これだけの補足資料を出し

て、大変いいことだと思いますが、

ここで質疑をするとさらに記載内

容に対して補足的な説明がありま

す。それは会議録には残りますが、

書かれていません。補足資料の内容

に、質疑も含めて評価書に全部取り

込むことが、 も確実な記録の残し

方になると考えています。事業者の

見解は非常に重要な情報ですので、

可能な限り評価書に取り込む方針

で、今後の図書作成を進めてほしい

と思います。 

［1/31 審査会］ 

口頭で回答した内容も含めて、

できるだけ評価書の方に反映した

いと思います。どのような形で反

映するかは、事務局とも相談して

対応したいと思います。 

［1/31 審査会］ 

説明済 

［1/31 審査会］ 

A-5-2 

基本的には事業者の見解として

文章で書かれているものも、口頭で

回答したところも含めて評価書に

反映することは、是非お願いしたい

と思います。 

［1/31 審査会］ 

－ － 

A-5-3 

補足資料を非常に丁寧に作って

いただいて良いことですが、説明も

大変重要な内容を含んでいますの

で、評価書には是非盛り込んでほし

いと再度言っておきたいと思いま

す。 

［2/16 審査会］ 

－ － 

A-6-1 

資料は正確でなければいけない

です。例えば、洞爺湖サミットの国

際メディアセンターの記載があり

ますが、地名が間違っています。地

名の記載もよく注意をしてほしい

というのが補足的な要望です。 

［1/31 審査会］ 

大変申し訳ありません。十分に

今後は気をつけて、地名も含めて

間違いのないような形で、記載し

たいと思います。 

［1/31 審査会］ 

説明済 

［1/31 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-7-1 

現地で堆肥化できない理由を教

えてほしいと思います。１回 14t の

植物残さを貯留する管理運営施設、

バックヤードがあれば、そのバック

ヤードを拠点として堆肥化する試

みは十分にできる気がします。公園

が整備された後も、駐車場や公園と

の関わりの観点で、そういった取組

は十分可能かと思います。 

［1/31 審査会］ 

博覧会の開催に必要な施設をバ

ックヤードも含めていろいろ作る

ところですが、堆肥化の施設を設

けるのは非常に厳しい状況です。

会場外で廃棄物処理業者によって

処理し、そこから出た堆肥は活用

できるものは博覧会の中でも積極

的に活用していきたいと思いま

す。発電にバイオマスを活用する

廃棄物の事業者もいますので、契

約できる状況になれば、そういっ

た電力も利用することを検討はし

ていきたいと思います。 

［1/31 審査会］ 

説明済 

［1/31 審査会］ 

公園事業にどのようなレガシー

を残すかという観点で、博覧会でで

きたこと、できなかったことをクリ

アにすべきと思います。理由を文章

として評価書等に入れ込むことが

大事ではないかと思います。 

［1/31 審査会］ 

－ 

A-8-1 

【審議での指摘事項等】 

サステナビリティのガイドライ

ンの話で、具体的にサステナビリテ

ィにどう取り組んでいるかという

観点は、あまり明らかにされていな

いと思います。情報等が既に出てい

て、この審査の過程で考慮すべきこ

とがサステナビリティの観点から

あるのであれば、知っておきたいと

思います。事務局の方で把握されて

いれば、後ほどでも教えてほしいと

思います。 

［1/31 審査会］ 

【審議で事務局が回答】 

承知しました。 

［1/31 審査会］ 

説明済 

［1/31 審査会］ 

A-9-1 

準備書意見見解書 p2-7 のＧの生

物多様性の回答で「施設整備を行い

ますが、改変は行いません」という

説明が本当に正しいのでしょうか。

施設整備等で基盤を改変するとい

うのは当然あると思いますし、多く

の建築工事が行われる中で、区画事

業で造られた盤上で様々な改変が

あるという認識で議論するべきで

はないかと思います。 

［2/16 審査会］ 

説明の意図ですけれども、生物

の生息環境を新たに造るのが横浜

市であり、その周辺で博覧会とし

て仮設の建物や庭園などは造りま

すが、生物の生息環境そのものは

改変しないという意味です。 

［2/16 審査会］ 

説明済 

［2/16 審査会］ 

市民の方にきちんと伝わってい

るかよく分からないです。基盤整備

等に博覧会事業としての基盤整備

は加わらないですか。全く手をつけ

ない、例えば地表面に関しても手を

施さないという認識でしょうか。 

［2/16 審査会］ 

横浜市が造成をし、基礎インフ

ラを整備した後に、我々はその場

所を使って博覧会を開催します。

そこに仮設の建物や庭園を造りま

すが、ここでの基盤整備は、区画

事業が行う造成や地下水に影響す

るような大きな掘削で、それは行

わないことを説明しています。 

［2/16 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-9-1 

捉え方だと思いますが、改変を行

わないというと、全く一切手を加え

ないと理解されると思います。どの

ような範囲でこの事業は土地を整

備するかをきちんと示すことがお

そらく大事だし、それは改変だと皆

さん思われると思うので、改変を行

いませんと断言できるものではな

いかと私は感じられました。 

［2/16 審査会］ 

－ 

説明済 

［2/16 審査会］ 

A-9-2 

パークセンターなど、博覧会でス

タートを切る建築物があるかと思

います。仮設ではなく残るものに関

して、横浜市の基盤整備に入ります

か、それとも博覧会事業に入ります

か。 

［2/16 審査会］ 

横浜市の事業になります。基盤

整備等と理解してもらえればと思

います。 

［2/16 審査会］ 

説明済 

［2/16 審査会］ 

仮設として博覧会事業で何をど

の範囲で造るか、営造物として横浜

市が基盤整備で造るかは、どこかで

示されていますか。 

［2/16 審査会］ 

準備書に記載しています。図面

上に表現できない基礎インフラの

ようなものは難しいですが、主要

な園路や建物等は横浜市の方で整

備し、それは残るものです。準備

書 p2-22 の図で色分けしていて、

説明会でもこの図を使って説明し

ているところです。 

［2/16 審査会］ 

図のオレンジ部分が基盤整備で、

枠で囲っていない建物は全て仮設

という理解でいいですか。 

仮設に関しても、横浜市の整備で

すか。 

建物の建設は、改変には該当しな

いのですか。 

 

［2/16 審査会］ 

現時点で横浜市の方で造る建物

は図に示すものになります。 

仮設の建物は、博覧会協会で造

り、終了後に撤去します。その建

物は、基本的にレンタル・リース

で行うことも説明しているところ

です。 

準備書意見見解書 p2-7 の改変

は、横浜市が造った生物の生息環

境の改変はしないという意味で書

いています。 

［2/16 審査会］ 

前から土地区画整理でできた空

間が生態系として見なされている

かという議論があったと思います。

土地区画整理が入ったとしても、や

はり基盤環境自体は残っているわ

けで、どのような被覆であれ、生態

系として成立し得る環境です。それ

に対して、こういった仮設であれ、

一時的に別の形での用途を入れる

こと自体は、やはり生息環境に対す

る改変行為だと思っています。 

［2/16 審査会］ 

解釈の違いはあると思います。

生物の観点から見ると改変はある

かもしれませんが、一般的な土木

的な考えで、土地の造成といった

ものを基盤整備、改変と捉えて説

明してきたということです。 

［2/16 審査会］ 

理解を変えれば読み取れると思

いますので、それで良いのですが、

市民の方にはなかなか伝わらない

部分かと思います。考えは分かりま

した。 

［2/16 審査会］ 

－ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

A 事業計画 

A-9-3 

区画事業と公園事業、博覧会の３

つの事業が連続して進む中で、市民

からすると全て一体的な事業で、事

業ごとの縦割りの区分けで納得で

きるわけではありません。改変も、

区画事業で造った生息環境は博覧

会では手を加えませんという意味

であればそうかもしれませんが、博

覧会をやる前に区画事業でかなり

改変しますから、やはり一体的なも

のではないかと市民は思います。そ

の説明を丁寧に、意図するところが

しっかり伝わるような文書を考え

てもらえればと思います。 

［2/16 審査会］ 

－ 

説明済 

［2/16 審査会］ 

A-10-1 

例えば準備書意見見解書 p2-5 な

ど、「御意見として承りました」と

いう回答がたくさんあります。要望

を受け入れるのか、受け入れられな

いのかが判定できない問題があり、

住民の方も疑問に感じると思いま

す。やはり明確でない回答は避けた

方がいいと思いますので、その辺の

配慮はしてほしいというのがお願

いです。見解書自体を作り直すこと

は手間と時間の点で難しいと思い

ますが、補足説明みたいな形で出す

と住民にとっては重要な情報源に

なると思います。その辺を明確にし

てほしいという要望です。 

［2/16 審査会］ 

説明会の概要は、説明した内容

全てを記載していない部分があ

り、概要ということで御理解して

ほしいです。丁寧な記載が必要で

あったことは、御意見を踏まえて

反省すべきところかと思います。

説明会当日はもう少し説明はしっ

かりしたつもりです。委員の御発

言は非常に真摯に受け止めなけれ

ばいけないことだと思いますの

で、今後、他にも市民へ説明をす

る場がある時は、環境影響評価と

は別かもしれませんが、しっかり

と対応していきたいと考えていま

す。 

［2/16 審査会］ 

説明済 

［2/16 審査会］ 

説明会を例には挙げましたが、意

見書に対しての見解でも同じ記述

は何回も出てきます。それも含め

て、やはり事業者の対応方針として

改善はされた方がいいのではない

かという趣旨です。検討してほしい

と思います。 

［2/16 審査会］ 

－ 

 

■環境影響評価項目について  

項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

0 全般 0-1-1 

サステナビリティ戦略の目標で、

１の生物多様性や５の公害対策に

は「環境アセスメントの適切な実

施」とあります。この環境アセスメ

ントと、ここで審議している環境ア

セスメントは同じなのかを教えて

ください。また同じだとすると、１

と５にしかない理由を聞きたいで

す。 

［2/16 審査会］ 

環境アセスメントは、この環境

影響評価のことを指しています。

今審議いただいている内容はかな

り幅広です。書かれている内容は

当然サステナビリティ戦略の方に

も反映させ、齟齬がない形という

ことは、作る中で整理していきま

す。 

［2/16 審査会］ 

説明済 

［2/16 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

0 全般 

0-1-1 

環境アセスメントは１と５以外、

例えば６や 11 についても扱ってい

ます。準備書では、サステナビリテ

ィ戦略を作りますで終わる記載が

たくさんあり、その内容をこちらは

知らない状況ですので、アセスの方

に公開されている内容が少ないの

ではないかと感じています。相互補

完的にということであれば、サステ

ナビリティ戦略に盛り込む内容は、

評価書の方にも具体的に記載して

もらえるのではないかと思い、位置

付けを聞きたいと思いました。 

［2/16 審査会］ 

サステナビリティ戦略は、今年

３月の策定を目指して作業を進め

ているところです。基本的に環境

影響評価で審議した内容が、サス

テナビリティ戦略に反映されると

いう建付けになっています。もち

ろん相互連関しているので、必要

な書きぶり等はそれぞれの特性に

応じて書いてはいます。この審査

会の方に必要な情報を出していな

いということではないと理解して

います。 

［2/16 審査会］ 

説明済 

［2/16 審査会］ 

評価書の中にもう少し具体的に

取るべき措置、取組を環境保全措置

として入れるべきではないかと思

います。可能な限り、サステナビリ

ティ戦略に盛り込まれる環境保全

措置は具体的に全ての項目におい

て、アセスメントの方にも環境保全

措置として盛り込んでほしいとい

う要望です。 

［2/16 審査会］ 

環境影響評価の内容を、サステ

ナビリティ戦略に反映する形で抜

け漏れがないように調整すること

で考えています。環境保全措置の

１つとしてサステナビリティ戦略

をしっかり作って、それをこの環

境影響評価の手続とは別にＡＩＰ

Ｈからの要求事項にも応えた内容

についても作って、それを公表す

るということを措置の方に書いて

いると認識しています。 

今日の発言や追加で出している

資料は、事務局とも相談のうえ、

評価書で環境保全措置に盛り込ん

でいくことは約束したいと考えて

います。 

［2/16 審査会］ 

0-1-2 

環境アセスメントの適切な実施

がサステナビリティ戦略の１と５

にしか出てこないことに違和感が

あって、関わっている項目について

は全て出てくるべきものではない

かと思っています。 

［2/16 審査会］ 

ＡＩＰＨの要求事項の項目ごと

に整理し直さなければいけない部

分があるので、環境影響評価と書

かれていない項目もあり、建付け

が違う部分はありますが、抜け漏

れのないように関連ができるよう

に整理していく形になります。 

［2/16 審査会］ 

説明済 

［2/16 審査会］ 

この表だけが独り歩きするのも

適切ではないと思いますが、サステ

ナビリティ戦略の方にもこの環境

影響評価をいかに実施しているか

を明記してもらい、 終的には横浜

市としても問題がない形のものを

作ってもらえたらと要望しておき

ます。 

［2/16 審査会］ 

－ 

0-1-3 

ステナビリティ戦略全体がこの

環境アセスメントの対象にもなり

得るようなことを書いているので、

やはりきちんと融合させる必要が

あると強く感じています。 

［2/16 審査会］ 

－ － 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

1 温室効果ガス 

1-1-1 

施設の供用時の予測結果で、電

気、都市ガス、プロパンガスの使用

で内訳を出していて、分かりやすい

と思います。 

環境保全の措置で、再生可能エネ

ルギーの100％活用と数字を出して

いますが、これが電気の使用に関し

てだけの削減措置に見えます。高効

率給湯器の導入もして削減努力は

していますが、都市ガスとプロパン

ガスの使用量が 790.2tCO2 で、何か

他にこの分を削減する措置は検討

されないのかを教えてください。 

100％の削減ではないという意味

で、何らかの措置はとれないのかと

いう質問です。 

［12/6 審査会］ 

現実的な対応を取れる数字を入

れましたが、博覧会ではサステナ

ビリティ戦略を立てることになっ

ています。その中で、温室効果ガ

スの削減目標は別途立てて公表

し、その履行に取り組み、その履

行結果についても事後評価のよう

な形で開催前と開催後に公表して

いくことを考えています。100％で

ない部分に関しても含めて、より

温室効果ガスを低減させる具体的

な措置をそこで示しますが、環境

影響評価の段階では具体的なとこ

ろまで列記できてない部分もあ

り、こういったものがあると措置

で表明したところです。 

［12/6 審査会］ 

説明済 

［12/6 審査会］ 

サステナビリティ戦略では、温室

効果ガスの低減に対する数値目標

はなくて、目標を立てなさいという

戦略ですか。 

［12/6 審査会］ 

ＡＩＰＨの規則では具体的に

何％とは書いていませんが、目標

を作るという要求事項になってい

ます。できれば数字的なものも示

せればいいかということで、有識

者等にも意見をいただきながら、

どういったものがより履行性が高

く、そして効果があるかを今整理

しているところです。数値目標は、

オリンピック・パラリンピックや

大阪・関西万博を参考にしながら

検討を進めていきたいと考えてい

ます。 

［12/6 審査会］ 

アセスにおいて、事後評価項目に

温室効果ガスを今から追加という

のは難しいですか。結果的には事後

評価をされるので、アセスに対して

も事後評価の項目に加えるといい

かと思います。いかがですか。 

［12/6 審査会］ 

アセスのタイミングやスケジュ

ールと、ＡＩＰＨの事後評価のタ

イミングが整合するかは今後の調

整になってきます。今の段階では、

この措置の中に明記することで履

行性はしっかり担保していきたい

と考えています。 

［12/6 審査会］ 

1-2-1 

措置に明記をするというのは、事

後に検証した結果を公表していく

旨を文章に追記するということで

すか。評価書段階で、そのように書

いていくということですか。 

［12/6 審査会］ 

取り組みを進めるとしか書いて

ありませんが、元々規則の中で公

表すると書いてありますので、評

価書の段階で、そういったものを

公表することは修正していきたい

と考えています。 

［12/6 審査会］ 

補足資料 28 で 

説明済 

［2/16 審査会］ 

1-3-1 

開催期間中の温室効果ガスの数

値を話しましたが、もちろん工事中

や撤去中の車両走行についても同

じことが言えますので、全てにおい

て配慮されると思いますが、是非積

極的な数値目標を立ててカーボン

ニュートラルを目指してほしいと

思います。 

［12/6 審査会］ 

－ － 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

1 温室効果ガス 

1-4-1 

電気以外に都市ガスも使われま

すが、いわゆるオフセット都市ガス

といったものの調達については、記

述しないのでしょうか。 

［2/16 審査会］ 

ガスは、都市ガスとプロパンガ

スを考えています。ガスの契約

も、入札方式で事業者を選定する

中でどういった条件が付けられる

のかを整理した上で、できる限り

環境に配慮したエネルギーの導入

を目指していきたいと考えていま

す。 

［2/16 審査会］ 

説明済 

［2/16 審査会］ 

その辺りも今後書き込むという

理解でよろしいですか。 

［2/16 審査会］ 

何らかの形で記載を検討したい

と考えています。 

［2/16 審査会］ 

1-4-2 

今のやり取りで、ガスについても

理解はしました。 

［2/16 審査会］ 
－ － 

2 生物多様性 

2-1-1 

新たに配慮すべき動植物が、駐車

場等の整備区域に定着しないよう

適切に管理するとありますが、適切

な管理とは具体的にどういうもの

か教えてください。 

［11/2 審査会］ 

何がここに入ってくるのかはま

だ明確になっていませんので、巡

視、それから工事事業者から情報

を得ることが考えられます。また

区画事業で実施される事後調査の

情報を適宜もらい、工事中にそう

いった動植物が確認できれば、そ

れに適した対応の検討を考えてい

ます。 

［11/2 審査会］ 

説明済 

［11/2 審査会］ 

例えば鳥が繁殖を始めた場合に、

定着しないように何かしら妨害や

排除等をすると、鳥獣保護管理法の

違反にもなってしまいます。しっか

りと注意をしてほしいです。 

［11/2 審査会］ 

気をつけます。 

［11/2 審査会］ 

2-2-1 

博覧会の実施により間接的影響

を受けるおそれがあると認められ

る地域を予測対象にしていますが、

間接的影響という表記は適切です

か。本来であれば、本博覧会の実施

による直接的影響分を予測の対象

として、間接的影響は、例えばバッ

クグラウンドの区画事業のその後

の影響などを指すと思います。予測

地域の①③⑤⑥は予測地域自体か

ら外れていますが、直接博覧会が及

ぼす影響の範囲に入っていながら、

予測地域に入っていないので、違和

感があります。この考え方を聞きた

いです。 

［11/2 審査会］ 

区画事業で基盤、その後公園事

業でインフラ、主要な園路等が整

備された上で、博覧会に必要な施

設が造られる構造です。その際に、

区画事業で相沢川に保全対象種の

生息・生育環境が新たに創設され、

和泉川は保全され、生物の生息に

寄与する調整池も造られます。一

度造成等が行われた後、造られた

保全対象種の生息環境等は基本的

に手をつけず、その周辺で工事を

実施し、庭園を造り、仮設の施設

を造る形です。生物が存在するよ

うなエリアそのものは改変しない

ので、間接的影響としています。

また隣接する市民の森等の周辺で

も工事を行い、開催中は施設の運

営を行うので、その影響について

予測評価しています。 

［11/2 審査会］ 

補足資料８で 

説明済 

［12/19 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

2 生物多様性 

2-2-1 

博覧会の工事をするのであれば、

やはり予測区域から外すことがお

かしいのではないかということと、

生態系は仮に１回ダメージを受け

ていても、周辺との関連性から移動

してくる、関連性から利用する可能

性がある地域となるはずです。そう

いった被影響対象が存在していて、

事業を実施する範囲であれば、やは

り事業の直接的影響としてみなし

て、対象に含めるべきではないかと

考えました。このアセスそのものの

非常に根本的な考え方に近い部分

ですので、よく検討する必要がある

と思います。特に、樹林が点在する

広大な草地域等、施設が建つ地域に

対して、予測地域から外していいの

かと非常に疑問を感じました。まず

は検討をお願いしたいです。 

［11/2 審査会］ 

区画事業と公園事業、私どもの

事業は連携し、間を空けることな

く整備を進めていきます。動物の

移動が見受けられた場合には対処

をしながら整備していきます。区

画事業や公園事業でも、生物多様

性に関わる調査予測評価をし、事

後調査も実施されるので、同じこ

とを同じ時期にやるのではなく、

３事業が連携しながら、情報を共

有し、対応していくことを考えて

います。今示している区域を間接

的な影響という形で予測評価をや

っていきたいと考えています。 

［11/2 審査会］ 

補足資料８で 

説明済 

［12/19 審査会］ 

被影響対象が生じてから影響を

予測するというのも違っていて、や

はり被影響対象がいなくても、それ

が成立する可能性があることも予

測の対象ではないかと思います。検

討してほしいと思います。 

［11/2 審査会］ 

－ 

評価結果の追加をありがとうご

ざいます。 

［12/19 審査会］ 

－ 

2-3-1 

例えば越冬期の鳥や大径木に関

しては、追加調査をされているかと

思います。予測地域の対象から外れ

ている地域も大径木があるように

思います。この辺りの整合性がよく

読み取りにくく、大径木や堀谷戸川

のホトケドジョウはいつのデータ

ですか。 

［11/2 審査会］ 

今すぐ確認し、後ほど回答して

もいいでしょうか。 

［11/2 審査会］ 

補足資料８で 

説明済 

［12/19 審査会］ 

2-4-1 

樹林が点在する広大な草地域や

堀谷戸川左岸の耕作地域は、堀谷戸

川の流域に含まれるかと思います。

下流側にホトケドジョウが生息し

ているという影響が存在していて、

集水域で事業を実施するので、やは

り影響対象、予測地域に含めるべき

ではないかと感じました。 

［11/2 審査会］ 

－ 

補足資料８で 

説明済 

［12/19 審査会］ 

2-5-1 

大径木について調査し、確認位置

も落ちていますが、大径木の評価結

果や環境保全措置は、どこを確認す

ればいいですか。 

［11/2 審査会］ 

調べますので、時間をいただけ

ればと思います。 

［11/2 審査会］ 

補足資料８で 

説明済 

［12/19 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

2 生物多様性 

2-5-2 

大径木について予測評価し、環境

保全措置を具体化すべき対象と考

えます。予測対象区域の考え方に修

正の必要があると思います。 

［11/2 審査会後の送付意見］ 

－ 

補足資料８で 

説明済 

［12/19 審査会］ 

2-6-1 

全国都市緑化フェアで、ズーラシ

ア周辺の里山エリアにおいて同じ

ように園芸的なイベントをされて

いますが、その時の生態系の影響に

関する知見等は収集されています

か。ある場合はどのようなモニタリ

ングで、どのような問題点とみなさ

れるような事象が生じているかを

聞きたいと思います。［11/2審査会］ 

この場では確認できてない部分

もあるので、横浜市に確認して連

携していきたいと考えています。 

［11/2 審査会］ 

補足資料９で 

説明済 

［12/19 審査会］ 

管理運営の配慮で調べていただ

きありがとうございました。こうい

ったところが大事かと思います。 

［12/19 審査会］ 

－ 

2-6-2 

農薬や外来種の管理などで、何か

ガイドラインのようなものは検討

していますか。 

［12/19 審査会］ 

これからの検討になります。博

覧会を持続可能なイベントにして

いくために、ＡＩＰＨからもサス

テナビリティ戦略を作成し、公表

するようにといった話があります

ので、それとも連動しながら、運

営のルールみたいなものについて

は考えていきたいと考えていま

す。     ［12/19 審査会］ 

説明済 

［12/19 審査会］ 

2-7-1 

下流側にホトケドジョウがいる

堀谷戸川に対して、博覧会のバック

ヤードや駐車場スペースなど、人工

被覆の増大が雨水流出に影響をも

たらすと思います。植物残さ等が排

出されるような活動が行われると

思いますが、堀谷戸川の流量に影響

することで、ホトケドジョウに影響

を及ぼさないか、流れ出す雨水が排

水される環境があれば、そこから量

や質の影響が生じることは想定さ

れるかを聞きたいと思います。 

［12/19 審査会］ 

流量に関しては、できる限り雨

水を浸透させる設えで整備するこ

とを考えています。下流側への流

量に全く影響がないことはありま

せんが、なるべく影響が出ないよ

うに対処したいと考えています。

湧水、河川の流量でどのくらい流

出係数が上がるか、流出量が変わ

るかを数値で示しています。工事

期間中、汚水は処理して汚水管に

排出しますし、雨水は工事の内容

にもよりますが、造成や土地の切

り盛り等で濁った水が一遍に堀谷

戸川に流れ込まないように、沈砂

池や釜場のようなものを造って対

応したいと考えています。また、

植物残さは河川に流れ込ませない

ことはもちろんですし、雨水の排

水を詰まらせる原因にならないよ

うに管理し、植物残さを集めて堆

肥にする取り組みをしていこうと

思っています。庭園から土砂等が

河川の方に流れ込まないような措

置や雨水排水のところには泥溜め

を設けるような対応をしていきた

いと考えています。 

［12/19 審査会］ 

説明済 

［12/19 審査会］ 

承知しました。 

［12/19 審査会］ 
－ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

2 生物多様性 

2-8-1 

雨水系統の新設によって、新しい

排水先ができることは、区画事業の

方でと思いますが、想定しています

か。 

［12/19 審査会］ 

区画事業で、今検討していると

理解しています。我々は整備され

た雨水系統と汚水系統への排出を

どのような形でやっていくかを今

後、横浜市と調整していく立場で

す。 

［12/19 審査会］ 

説明済 

［12/19 審査会］ 

これからということで承知しま

した。 

［12/19 審査会］ 
－ 

2-9-1 

開催中に、モニタリング的にホト

ケドジョウの生息が侵されてない

かを確認することはできないです

か。 

［12/19 審査会］ 

区画事業の事後調査の一環とし

て、博覧会の開催期間中も生物多

様性に関する調査を行うと聞いて

います。準備書でも、区画事業の

調査内容を踏まえて対応策を検討

していくと記載しています。区画

事業で行うものを使い、協力する

ことを考えています。 

［12/19 審査会］ 

説明済 

［12/19 審査会］ 

区画事業の調査があるというこ

とで了解しました。 

［12/19 審査会］ － 

2-10-1 

ホトケドジョウが希少種である

ということは、何かしら環境変化に

弱い要因があると思います。例えば

水質、流量、水温、ｐＨ、富栄養化

など具体的に挙げて、それに対して

の影響は少ないという表現ができ

ないかと思います。 

［12/19 審査会］ 

要因に関しても、区画事業のイ

ンパクトが大きいと考えていま

す。事後調査結果の中で、博覧会

の方で影響する要因が明確になれ

ば、しっかり対応していきたいと

考えています。また、富栄養化に

繋がるような植物残さの適切な処

理や、ｐＨにも関わるかもしれま

せんが、できるだけ河川の流量を

落とさないように雨水浸透を積極

的に取り入れた整備など、やれる

ところはしっかりと対応していき

たいと考えています。 

［12/19 審査会］ 

補足資料 31 で 

本日説明 

やはり準備万端で臨んだとして

も、見えないところで影響が出るこ

とはありがちです。それをどうして

も防げない部分もありますので、で

きる限りのことはしておきたいと

いうお願いです。漠然とした対策で

はなく、具体的にホトケドジョウに

影響が出る要因は何かという部分

も、区画事業で把握していれば、ヒ

アリングして把握した上で、影響の

多い少ないという部分を評価する

といいかと思います。 

［12/19 審査会］ 

区画事業の事後調査を共有し、

対応策を検討していきたいと思い

ます。事業をやる前に予測、評価

できることは極めて限られている

と思います。事業をする中では、

様々な要因で生物や湧水への影響

など、様々なことが起こるわけで

すが、実際の工事事業者に対して

も影響が出ないような指導をして

いきたいと思います。博覧会自身

も運営の際に、環境影響評価をや

った内容がしっかりと継承される

ように取り組んでいきたいと考え

ています。 

［12/19 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

2 生物多様性 

2-10-1 

善処するという回答で、有り難い

ですが、具体的にホトケドジョウが

影響を受けやすい要因は是非調べ

て、知識として持ってほしいと思い

ます。 

［12/19 審査会］ 

区画事業で専門家に相談するこ

とも考えているようですので、共

有しながら、実務の中で対応して

いきたいと考えています。 

［12/19 審査会］ 

補足資料 31 で 

本日説明 

2-10-2 

ホトケドジョウがどういった影

響に脆弱なのかを特定し、そこに対

しての対応策がしっかり講じられ

るので影響が少ないということを

示してほしいという指摘です。それ

がないままに影響が小さいと言わ

れても、なぜそう言えるのか分から

ないという指摘だと思います。 

［12/19 審査会］ 

－ － 

2-10-3 

終わってみたら、全然見当違いの

ことをしていて、ホトケドジョウが

いなくなっては困ると思いますの

で、 低限できることをやってほし

い、そのできることは、ホトケドジ

ョウが何に影響を受けやすいのか

を 低限把握して、対応してほしい

というお願いです。 

［12/19 審査会］ 

ホトケドジョウに大きく影響す

る部分は、コンサルタントとも相

談しながら、主に効いてくる項目

を次の評価書の段階では修正し

て、図書に盛り込む形で対応して

いきたいと考えています。 

［12/19 審査会］ 

補足資料 31 で 

本日説明 

2-10-4 

区画事業で土地を大きく造成し、

その後に舗装をするわけで、どうい

うもので圧力がかかるかは、おおよ

そ想定できるかと思います。例えば

水質汚濁、化学物質による汚染、流

量の変化など、その対象についてど

う適切に維持管理するか、現段階で

もある程度書き込めるという気は

します。具体的にどうするかをでき

れば評価書までに、この場で確認を

したいです。 

［12/19 審査会］ 

次回以降に、整理して示したい

と思います。一般的なところまで

は整理できるかもしれませんが、

詳細な部分や場所の特異性みたい

なところまで踏み込んで書けるか

は分かりませんが、少しトライし

たいと思います。 

［12/19 審査会］ 

補足資料 31 で 

本日説明 

2-11-1 

間接的な影響として、主に説明し

ていたと思います。補足資料では、

直接と間接の仕分けの回答はなか

ったようですが、間接的影響として

事業の影響を予測、評価するという

考えで今もいて、それを基に説明会

をしたかを聞きたいと思います。事

業の直接影響か、間接影響かをどの

ように説明されたのでしょうか。 

［12/19 審査会］ 

間接的な影響で予測、評価をす

ることは、補足資料でも明記し、

説明会の資料においても明記し

て、説明しています。 

［12/19 審査会］ 

説明済 

［12/19 審査会］ 

事業の直接的影響は、どのように

考えているのでしょうか。 

［12/19 審査会］ 

区画事業で整備した保全対象種

の生息・生育環境への影響がどう

か、工事が直接的と考えると、そ

れによって生物の生息空間にどう

影響するか、それから、例えば瀬

谷市民の森等の周辺の自然環境に

対してどういう影響を及ぼすかに

ついて、影響を予測、評価してい

ると考えています。 

［12/19 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

2 生物多様性 

2-11-1 

保全対象種に対してのみ間接的

影響と書かれていますか。それと

も、生態系や水循環など様々な環境

要素に対して、間接的影響を主眼に

考えて書かれていますか。 

［12/19 審査会］ 

基本的には、保全対象種に対す

る影響がどうなるかを主眼に置い

ていますが、それを取り巻く状況

についても、記載できるものは記

載しています。 

［12/19 審査会］ 

説明済 

［12/19 審査会］ 

事業での責任範囲が、きちんと住

民の方に伝わったかが少し心配に

なったので、改めて確認しました。 

［12/19 審査会］ 

－ 

2-11-2 

間接的な影響しか見ていないと

いうわけではなく、例えば、地域社

会の交通に関わる部分は、明確に直

接的な影響になります。その整理が

分かりにくいという御指摘かと思

います。 

［12/19 審査会］ 

－ － 

2-11-3 

保全対象種が区画事業で生息し

にくくなっているところにベース

ラインを置いていることが、きちん

と伝わっていればよろしいかと思

います。 

［12/19 審査会］ 

－ － 

2-12-1 

サステナビリティ戦略の生物多

様性の具体例に「グリーンインフラ

を基軸とした会場計画の検討」とあ

りますが、準備書でグリーンインフ

ラの部分に生物多様性というよう

には書かれていません。具体的にグ

リーンインフラがどう生物多様性

に貢献できるかはグレーなところ

もあるかと思いますので、生物多様

性にグリーンインフラを載せるの

であれば、グリーンインフラの生物

多様性配慮というか、環境アセスの

環境保全措置と紐づいた形で検討

する必要がありますし、できれば確

認したい部分ですので、評価書に記

載してほしいところです。 

［2/16 審査会］ 

これからサステナビリティ戦略

の方を取りまとめていくという状

況なので、いただいた要望も踏ま

えて、検討は進めていきたいと考

えています。 

［2/16 審査会］ 

説明済 

［2/16 審査会］ 

3 水循環 3-1-1 

スライド p78 の表の流出量は、対

象事業実施区域内の流域からの流

出量でしょうか。 

［11/2 審査会］ 

対象事業実施区域内からの流出

量を算定しています。 

［11/2 審査会］ 

補足資料７で 

説明済 

［12/6 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

3 水循環 

3-1-1 

４流域全体での流出量の増加率

は 1.09 で、９％程度の増加で済み

ますが、流域の場合は個別に見てい

く必要があるかと思います。堀谷戸

川は 1.20 で、２割増しは少なくな

いです。例えば堀谷戸川の調査地点

よりも上流域でいくと、どの程度の

増加か出していますか。調査地点の

上流域に対してどの程度の影響が

あるかということです。対象事業実

施区域外の流域が結構あるので、か

なり小さくなると思います。 

［11/2 審査会］ 

予測地点の上流域全体を見たと

きに、対象事業実施区域内の土地

利用の変化がどう影響するかとい

う観点で検討を行い、次回報告で

きればと思います。 

［11/2 審査会］ 

補足資料７で 

説明済 

［12/6 審査会］ 

準備書に言葉では書いてありま

すが、数字で示し、この程度で収ま

るので影響は少ないという説得力

のある評価書にしてほしいと思い

ます。 

［11/2 審査会］ 

－ 

対象事業実施区域内と上流域全

部を含めた形での影響と両方出し

てもらい、河川流量に対する影響の

程度がよりはっきり分かって良い

と思います。 

［12/6 審査会］ 

－ 

3-2-1 

スライド p78 の開催中の有効流

出量は、透水性舗装や浸透桝、バイ

オスウェル、あるいは植栽も含め、

全ての効果を考慮した有効流出量

でいいですか。 

［11/2 審査会］ 

流出量の変化は、基本的に透水

性舗装や浸透トレンチ、バイオス

ウェルといったハードを加味して

います。また土地利用の変化の状

況によって流出係数が変わります

ので、土地利用と設置する雨水浸

透施設の能力等を加味して算出し

ています。 

［11/2 審査会］ 

説明済 

［11/2 審査会］ 

雨水浸透施設という言葉で、その

全部を雨水浸透施設として捉えて

いる場合と、透水性舗装を除いて、

あるいは植栽を除いた浸透桝やバ

イオスウェルを雨水浸透施設とし

ている使い方があり、ページによっ

て違っているようですので、統一し

てほしいと思います。 

［11/2 審査会］ 

－ 

3-3-1 

準備書 p6.5-20 の表 6.5-11 に、

開催中の対策後の雨水流出係数を

計算していて、透水性舗装や植栽は

土地利用区分で考慮されていると

思いますが、それ以外の浸透桝やバ

イオスウェル等は表の中で考慮さ

れてないですか。 

［11/2 審査会］ 

p6.5-20 の表では、浸透桝やバ

イオスウェル、浸透トレンチ等は

効果として計算せず、p6.5-26 の

ところで考慮して整理していま

す。 

［11/2 審査会］ 

説明済 

［11/2 審査会］ 

それは何か特別な理由がありま

すか。 

［11/2 審査会］ 

特別な理由はありません。こう

いう整理の仕方ということです。 

［11/2 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

3 水循環 

3-3-1 

表を見ると、例えば大門川の整備

前の流出係数が 0.50 で、対策前が

0.89に上がって、対策をとることに

よって 0.71 になります。確かに

0.89 から 0.71 に低下しています

が、整備前 0.5 から比べると結構大

きくなります。あくまでも透水性舗

装と植生のみの効果を考慮した場

合なので、ここは浸透桝や浸透トレ

ンチは含まない値だと書いた方が、

誤解を招かないかと思います。 

［11/2 審査会］ 

評価書ではそういったことが分

かるような表現を入れ、誤解のな

いように整理したいと考えていま

す。 

［11/2 審査会］ 

説明済 

［11/2 審査会］ 

3-4-1 

透水性舗装は、駐車場の50％とし

て影響評価されています。建設工事

をする時に、実際は 30％しか透水

性舗装をしなかったということが

ないようにしっかり明記してほし

いと思います。 

［11/2 審査会］ 

しっかりと書きますし、50％と

いうものではなく、やれる範囲は

しっかりやっていきたいと思いま

す。 

［11/2 審査会］ 

説明済 

［11/2 審査会］ 

3-5-1 

湧水に対する影響は評価が難し

いですが、地下水流の情報が手に入

るのであれば、地下水流の視点か

ら、例えば駐車場を造ることによる

影響をある程度、評価できるような

気がします。もし地下水流の情報が

あれば、その点を加えてもらえると

より良いかと思います。 

［12/6 審査会］ 

地下水流や地下水も含めて、デ

ータがあるかを確認した上で準備

書を提出していますが、今のとこ

ろ情報がないということです。独

自での調査は、博覧会自体が事業

中の区画事業の事業用地を使わせ

てもらうので制限もあり、新たに

設けることは難しいかと認識して

います。 

［12/6 審査会］ 

説明済 

［12/6 審査会］ 

情報なければ仕方ないので、分か

りました。 

［12/6 審査会］ 
－ 

4 廃棄物・ 

建設発生土 
4-1-1 

「ＡＩＰＨの規則等に基づき、今

後、サステナビリティ戦略を策定

し、取組を推進」の記載について、

ＡＩＰＨの規則に環境保全につい

てどの程度具体的な記載やルール

があるのかと、サステナビリティ戦

略はいつ誰がどこでどのように作

るのかを教えてください。 

［11/2 審査会］ 

国際園芸家協会から博覧会を行

う事業者に対して、規則として必

ずイベントの持続可能性というこ

とで、廃棄物や生物多様性の保全、

地球温暖化対策に対して博覧会と

しての目標を作り、それを履行し、

公表し、ＡＩＰＨにも報告するこ

とが定められています。その中で

更なる踏み込んだ削減目標のよう

なものを作って示すことになって

います。戦略等は今作成している

ところで、近々に公表することで

調整を進めています。 

［11/2 審査会］ 

補足資料 27 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 

ＡＩＰＨの規則に、サステナビリ

ティ戦略を作るようにとだけ書い

てあるのか、ＡＩＰＨの規則そのも

のに廃棄物をなるべく削減するよ

うに等が書いてあるのかを聞きま

した。サステナビリティ戦略は、い

つ誰がどこでどのように作るので

しょうか。次回、資料として回答し

てほしいと思います。 

［11/2 審査会］ 

－ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

4 廃棄物・ 

建設発生土 

4-2-1 

公園施設以外の建築物はレンタ

ル・リースし、仮設なので、普通の

建築物を解体する場合の 30％の廃

棄物が一律発生するとしています

が、その根拠や前例等を教えてくだ

さい。 

［11/2 審査会］ 

恒久的建築物とレンタル・リー

スでは、建築物を組み立てるとこ

ろの建設機械の稼働による温室効

果ガス等の影響は変わらないです

が、現場打ちの基礎でやらないと

ころがかなり大きいです。その計

算での数値です。 

［11/2 審査会］ 

補足資料 24 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 

基礎部分の廃棄物が計上されて

いないことは準備書で分かります。

仮設のため 30％とした根拠を聞き

ました。 

［11/2 審査会］ 

－ 

レンタル・リースの原単位につい

ては承知しました。 

［1/31 審査会］ 

－ 

4-3-1 

発生量やリサイクル率、処理量の

予測はされていますが、処理につい

ては書かれていないようです。例え

ば事業系一般廃棄物は全部横浜市

の処理施設に持っていこうと考え

ているのか、それが施設にある期

間、非常に過大な負担とならない

か、産業廃棄物はどこでどのように

処理するかが分からないので教え

てください。 

［11/2 審査会］ 

廃棄物は、基本的には市内、県

内など近隣に、一般廃棄物と産業

廃棄物の処理施設に持ち出して、

処理することを考えています。 

［11/2 審査会］ 

補足資料 23 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 

近隣に本当にあるのかも含めて、

どのように探して、どうやって取り

組んでいくのか、もう少し説明が必

要だと思います。 

［11/2 審査会］ 

－ 

4-4-1 

植物残さの堆肥化について、博覧

会の会場内での堆肥化を大いに期

待していますが、どこで何をどのよ

うに堆肥化するかが記載されてい

ないと思います。 

［11/2 審査会］ 

博覧会の会場はスペースが限ら

れ、近接も区画事業や公園事業等

が行われているので、会場内での

処理は極めて難しいと考えていま

す。博覧会は有料で開催しますの

で、堆肥化するとそれなりに臭気

が出ますし、また場所も必要です

ので、市内や県内の処理施設と調

整し、持ち出ししての処理を考え

ています。   ［11/2 審査会］ 

補足資料 23 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 

 

堆肥化できることをどう担保す

るかが必要ではないかと思います。 

［11/2 審査会］ 

－ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

4 廃棄物・ 

建設発生土 

4-4-2 

食品残さと植物残さについては、

一般廃棄物処理業者がたくさんい

て、熱回収も含めてリサイクルして

いるので、事業者の見解にある具体

的な施策としてリサイクルを確保

していくことを環境保全措置に書

いてほしいです。その際に、バイオ

マス発電の燃料よりも堆肥化のリ

サイクルを優先するという、いわゆ

る循環型社会の優先順位を担保す

るようなことも記載してほしいと

思います。 

［1/31 審査会］ 

堆肥化のところをなかなか優先

には書きづらいですが、環境保全

措置にこういったものをしっかり

やっていくということを評価書で

は記載したいと考えます。書き方

は工夫したいと思います。 

［1/31 審査会］ 

補足資料 32 で 

本日説明 

4-5-1 

植物残さよりも、開催中はむしろ

食品残さの方がかなり出てきてい

て、リサイクルされるという表現で

すが、食品残さこそしっかりと、園

芸博覧会ですから堆肥化をするな

ど場外に出す廃棄物をなるべく削

減し、サステナブルな博覧会にして

いただきたいと思います。 

［11/2 審査会］ 

塩分等が食品には多く含まれて

いて、ｐＨ等の調整をしないとな

かなか堆肥化できないとも聞いて

います。食品残さは難しいところ

もありますが、できる限りリサイ

クルしていきたいと考えていま

す。過大な評価にならないように、

推計できる数値としてリサイクル

率等を用いています。ＡＩＰＨの

サステナビリティ戦略を作って公

表する以上はしっかりと目標を作

って、例えばごみを持ち込まない、

リサイクルに積極的に協力してく

れる店舗や事業者に参加してもら

う、 新の技術を用いる等、様々

な手法で食品残さの削減に取り組

みたいと考えています。 

［11/2 審査会］ 

説明済 

［11/2 審査会］ 

4-6-1 

サステナビリティ戦略でどう書

いてさらに削減に取り組む予定と

いうことを、再資源化率を出して発

生量を予測されるのはいいのです

がそこからどうやって取り組んで

減らしていくか、そもそも出ないよ

うにするかが分かるように、環境保

全の措置に本来は述べてほしいと

思います。   ［11/2 審査会］ 

－ 

補足資料 25 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 

4-6-2 

可燃ごみが実は一番多く、それを

横浜市の焼却工場で処分するとあ

ります。紙コップや割り箸も、事業

系一般廃棄物として出てくること

になっています。可能な限りリユー

ス食器を使うと言いながら、紙コッ

プや割り箸が出てくる前提は、博覧

会会場で食品を提供する全事業者

がリユース食器を使うわけではな

いことを表していると思います。も

っと力強く、廃棄物を出さないとい

う姿勢を出すべきではないかと指

摘します。 

［1/31 審査会］ 

廃棄物の全体量は、過去の複数

の博覧会の排出量から平均的な量

で設定し、内訳の配分は愛・地球

博の実績を基にしています。まだ

詳細に飲食を提供する事業者の状

況が決まらず、過去の実績を基に

設定したので、このような区分と

なっています。実際にどうリサイ

クルするかはこれからの運用によ

ると思います。 

ごみの削減については、出さな

い、持ち込まない、それから廃棄

しないように、リデュースといっ

た取組は博覧会の中でも行ってい

きたいと考えています。 

［1/31 審査会］ 

補足資料 32 で 

本日説明 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

4 廃棄物・ 

建設発生土 

4-6-2 

紙コップや割り箸は持ち込まれ

るものを予想し、会場の事業者は全

部リユース食器を使うということ

でしょうか。 

［1/31 審査会］ 

運営の内容もこれから決めてい

く段階ですので、できるだけ持ち

込みをしない、リユース食器を使

っていくといった定性的な形の記

載をしています。 

紙コップも愛・地球博は夏場で

非常に暑かったので、水の提供を

したために急遽紙コップを使った

ことが書かれています。これが愛・

地球博に基づく実態で、今回どう

いう運用するかはごみの減量を考

える中での運用方法に関わってく

るかと考えます。 

［1/31 審査会］ 

補足資料 32 で 

本日説明 

原単位で、愛・地球博を使うのは

いいです。その結果、このくらいの

発生量が見込まれます。それに対し

て博覧会としてはこういう対策を

とって、ここまで減らしますといっ

た記述を期待したいです。それがま

だ書けなくて、可能な限りとしか書

けないのであれば、事後調査で全部

実際どうだったかを報告してほし

いと考えます。 

［1/31 審査会］ 

－ 

4-7-1 

仮設でも石膏ボードを使用し、そ

れが廃棄物になるとありますが、石

膏ボードはリサイクル率が低く、一

般的に処分が困難です。本当に使わ

ざるを得ないものですか。用途や必

要性を聞きたいです。  

［11/2 審査会後の送付意見］ 

－ 

補足資料 26 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 

石膏ボードが必要であることは

承知しました。 

［1/31 審査会］ 

－ 

4-7-2 

石膏ボードの使用に関する事業

者の見解の内容を、工事中の環境保

全措置に明記することを要望しま

す。是非、評価書にも盛り込んでほ

しいです。 

［1/31 審査会］ 

しっかり評価書には工夫して記

載します。 

［1/31 審査会］ 

補足資料 32 で 

本日説明 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

4 廃棄物・ 

建設発生土 
4-8-1 

可燃ごみが実は一番多く、それを

横浜市の焼却工場で処分するとあ

ります。準備書 p6.6-23 の表の可燃

ごみの注釈で、「汚れた容器包装プ

ラスチック等も含む」とあります。

容器包装プラスチックは、事業者か

ら発生する場合は産業廃棄物で、事

業系一般廃棄物ではありません。横

浜市の焼却施設に持っていくこと

は法令違反になります。廃棄物の処

理の考え方が、どこか根本的に間違

っているのではないかと思われる

ところです。ここは推計のし直しも

必要ですし、容器包装プラスチック

がどのくらい何に使われていると

考えているかを精査した上で、いか

に廃棄物を具体的に減らすかを、も

う一度考えてほしいと思います。 

［1/31 審査会］ 

申し訳ありません。誤記ですの

で、訂正したいと考えます。 

愛・地球博の実績に注釈があり、

それを持ってきましたが、量的な

もの、あるいは横浜市の処理に合

わせて整理する中では誤記です。

整理したいと思います。 

［1/31 審査会］ 

補足資料 32 で 

本日説明 

愛・地球博の原単位は汚れた容器

包装プラスチック類を入れて126g/

人・日でしたが、博覧会ではその分

を削減し、ここまで減りますと言う

のであれば理屈は立ちますが、これ

が誤記ということであれば、汚れた

容器包装プラスチックはプラスチ

ック類に入っているのでしょうか。 

［1/31 審査会］ 

可燃ごみの中の汚れた容器包装

プラスチックを、本来であれば特

定してプラスチック類の方に入れ

るべきというのは御指摘のとおり

です。愛・地球博の資料にこの数

値が区分されていないので、可燃

ごみが過大になっているのと、実

際の分別は横浜市のルールに従っ

てやっていくことにはなるかと思

います。これ以上、これを分離し

てプラスチック類の方にすること

は難しい状況です。 

［1/31 審査会］ 

誤記だからといって安易に消す

のはおかしくて、愛・地球博はこう

で、このうちこのくらいが産業廃棄

物だということを何らかの根拠、あ

るいは事業系一般廃棄物の一般的

な混入率を入れるかは少し微妙で

すが、本来予測のところからもう一

度考えるというのが筋ではないか

という感じがします。 

全体的に廃棄物はこれからで、頑

張ることは頑張るという表現です。

事後調査でアセスとしても報告書

を作られると思いますので、事後調

査できちんと報告をしてはいかが

かと思います。 

［1/31 審査会］ 

誤記という言葉を使いました

が、注釈の書き方も含めて調整し

て、次回以降示したいと思います。 

［1/31 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

4 廃棄物・ 

建設発生土 
4-8-2 

今の御指摘は重要ですので、それ

を踏まえて、評価書での記載内容も

検討してもらい、またこの場で示す

ことが良いかと思います。誤記で単

に削除するという話ではありませ

ん。誤記ではなく、愛・地球博では

可燃ごみとしてカウントし、それを

ベースにしているということなの

で、どう算定をしたかをきちんと示

してください。 

［1/31 審査会］ 

誤記という言葉を使いました

が、注釈の書き方も含めて調整し

て、次回以降示したいと思います。 

［1/31 審査会］ 

補足資料 32 で 

本日説明 

5 大気質 

5-1-1 

スライド p88 の予測結果は、二酸

化窒素の環境保全目標と同じ値で

すが、これは工事中で建設機械のフ

ル稼働時の結果のはずで、やむを得

ないと思います。 

［11/2 審査会］ 

－ － 

5-2-1 

既存調査データを見ると、窒素酸

化物の濃度がＮＯもＮＯ2 も高い状

況に見えます。ＮＯｘ 、ＮＯ2 変換

の予測を、市内の大気汚染常時監視

測定局のデータから統計モデルを

作って出したと書かれているので、

ＮＯがかなり高いところだと、この

統計モデルの予測結果がずれる可

能性があるので、確認してほしいで

す。おそらく結果への影響は非常に

小さいと思いますが、念のため確認

してください。 

［11/2 審査会］ 

ＮＯ2 への換算式を使って検討

する際に、このＮＯｘが高い現状

を踏まえ、ずれが生じるかどうか

の確認をしたいと考えています。 

［11/2 審査会］ 

補足資料 12 で 

説明済 

［1/10 審査会］ 

ＮＯｘではなく、ＮＯがＮＯ2に比

べて高いというのは、発生源が近い

ことを意味します。ＮＯｘ 、ＮＯ2変

換の統計モデルに影響する可能性

があるので確認してほしいです。 

［11/2 審査会］ 

確認した結果を次回以降、提示

したいと思います。 

［11/2 審査会］ 

詳しい図と調査地点の道路端か

らの距離の表で、十分に状況は把握

できました。ＮＯＸ、ＮＯ２変換モデ

ルに対する悪い影響のようなもの

は懸念する必要がないと理解でき

ました。 

［1/10 審査会］ 

－ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

8 騒音 

8-1-1 

関係車両の走行に伴う道路交通

騒音の地点７で、令和２年の現地調

査時点では環境基準を満たしてい

ましたが、予測では５dB 程度増加

し、結果として環境基準を満たせな

くなります。環状４号線の混雑緩和

で、地点７の方に車両を誘導するこ

とがあると、さらに騒音の環境が悪

化する懸念があるかと思います。そ

こが少し気になっていて、見解をほ

しいと思いました。先ほどの説明

で、次回以降に検証して提示される

という話でしたので、そこでまとめ

てもらえればと思います。 

［12/6 審査会］ 

次回バックグラウンドを現況調

査に入れ替えて試算したものを見

せますので、そこで詳しく説明し

たいと思います。 

今後横浜市の道路事業によっ

て、地点７に繋がる道路の交通網

が広がります。博覧会でも車の来

場者がいらっしゃいますが、その

前の段階でかなり交通量が増えま

す。また地点５の道路は、区画事

業で道路拡幅整備を行います。博

覧会の開催前に状況はかなり変わ

って、交通量が増えてバックグラ

ウンドもかなり大きな音が出る状

況になります。試算では、その段

階で既に騒音レベルは上がってい

て、それに対してどう低減するか

という視点で予測評価を行う場所

になることを理解いただければと

思います。 

［12/6 審査会］ 

補足資料 19 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 

現況交通量を用いた予測結果で、

地点６は微増、地点７は少し増え方

が大きいという状況が確認できま

した。 

［1/31 審査会］ 

－ 

8-1-2 

地点７が気になっていて、大型車

は倍以上に増えています。バスの増

便などで、環状４号線ではなく瀬谷

地内線の方を増やさざるを得ない

のか、一方で小型車はあまり増えて

ないですが、その辺りの南側から来

る交通の配分の考え方を教えてほ

しいと思います。 

［1/31 審査会］ 

地点７で大型車が多いのは、三

ツ境駅からのシャトルバスだと思

います。 

配分の詳細は、確認しないと分

からないところです。 

［1/31 審査会］ 

説明済 

［1/31 審査会］ 

小型車はそれほど増えていない

ことや想定がこのとおりいくかは、

他の要因も絡んでくるかとは思い

ますので、今後も注意して見ていき

たいと思います。 

［1/31 審査会］ 

－ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

8 騒音 8-2-1 

施設の供用に伴う騒音で、３点の

音源を設定し、予測地点を南側の住

宅団地に２点設定していますが、結

果的に大規模な催事を行う場合に

は環境基準を超える予測結果が出

ています。南側住宅団地の隣接地は

音源１と３に限定されますか。音源

１と３はステージなど、何かが設け

られている絵ではないので、音源

１、３以外にも南側の住宅団地によ

り近い所で催事の電気音響施設が

使われる可能性があるかなどの想

定を教えてほしいと思います。 

［12/6 審査会］ 

音源の想定は、計画がこれから

深度化する中で多少変わるかもし

れませんが、音が出るものについ

てはこの場所での行催事を考えて

います。 

博覧会自体は花と緑を楽しむこ

とがメインで、大音量で常日頃か

ら行われるものは考えていない前

提ですが、開会式やスペシャルデ

ーの時にはそれなりの大きな音が

出てしまう時もあるだろうという

ことで、通常の行催事と特別に数

回行われる開会や閉幕等の評価は

別に設けています。数回ですので、

その時は周辺の方に事前に示し

て、理解いただいた上で開催する

ということで記載しています。 

［12/6 審査会］ 

説明済 

［12/6 審査会］ 

音源１、２、３は、仮設ステージ

みたいなものを催事の時に組んで

というイメージを持っていればい

いですか。 

［12/6 審査会］ 

会場の設えは、深度化によって

変わってきますが、博覧会は半年

間の開催ですので、半年経ったら

ステージも含めて、建物の多くは

全て撤去します。今、どちらかと

いうと広場のようなイメージで書

いてありますが、催事の内容によ

ってはステージみたいなものを組

むかもしれませんが、現時点で示

せるのは、音源の場所と距離、開

催する頻度や内容です。 

［12/6 審査会］ 

分かりました。 

［12/6 審査会］ 
－ 

9 振動     

17 地域社会 17-1-1 

開催中の交通の予測方法で、準備

書 p6.7-69 や資料編 p 資 1.8-46 を

見ると、転換率式併用ＱＶ分割配分

手法を採られたと理解しましたが、

方法書審議の段階で出ていない方

法だと思います。これを使う理由

と、これを使って準備書で予測をし

ていいかを聞きたいです。 

［11/2 審査会］ 

様々な交通の予測シミュレーシ

ョンがある中で、博覧会にはかな

り広域から来られますので、それ

に適したこの手法を選んでいま

す。一方で、出入口や直近の部分

のところは、別途、渋滞長などシ

ミュレーションして、数字を算出

しています。 

［11/2 審査会］ 

補足資料１で 

説明済 

［12/6 審査会］ 

 

補足資料 18 で 

追加説明済 

［1/31 審査会］ 

方法書審議の段階から変わった

のはなぜですか。アセスのプロセス

にも関わる内容かと思いますので、

しっかり説明してほしいです。 

［11/2 審査会］ 

整理して、次回以降に答えさせ

ていただきます。 

［11/2 審査会］ 

予測手法の変更について、ネット

ワークや交差点の構造がいくつか

大きく変化するからという理由に

ついては理解しました。方法書から

方法を変更したことを認めるかに

ついては、審査会全体の判断に従い

たいと思います。 

［12/6 審査会］ 

－ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

17 地域社会 

17-1-1 

準備書の手法と別に、方法書の手

法で予測をした結果を示してもら

い、計算上、処理は可能だというこ

とを確認して理解しました。地点２

と地点４で交通容量比が１を超え

ていますが、信号の調整で１未満に

収まることも了解しました。 

［1/31 審査会］ 

－ 

補足資料１で 

説明済 

［12/6 審査会］ 

 

補足資料 18 で 

追加説明済 

［1/31 審査会］ 

17-1-2 

用いた方法が転換率式併用ＱＶ

分割配分手法で、分割配分手法はこ

れまで広く使われてきたものです

が、分割の仕方によって結果が異な

る可能性があるという欠点もあり

ます。現在では、主に均衡配分とい

う手法が用いられていますが、これ

を用いなかったのはどうしてかを

聞きたいと思います。 

［12/6 審査会］ 

もう一度整理し、次回以降にお

答えしたいと思います。なぜ均衡

配分にしなかったかという理由を

整理したいと思います。 

［12/6 審査会］ 

補足資料 13 で 

説明済 

［1/10 審査会］ 

関係機関との協議という説明で

すと、均衡配分を使わなかった理由

としてはよく分からないです。 

［1/10 審査会］ 

事業化にあたって、国土交通省

等の関係省庁、自治体の道路管理

者とずっと協議をしてきたところ

です。また、博覧会周辺の関連事

業についても過年度から協議、調

整してきた経緯もあります。その

計画との整合、一貫性を担保する

ために、従来から実施している分

割方式を今回採用し、進めている

ところです。 

［1/10 審査会］ 

17-1-3 

【指摘事項等一覧での指摘等】 

方法書の審議段階から違う手法

を採ることについて、これを認める

か、審査会全体の意見を聞ければと

いうところです。 

［12/19 審査会］ 

－ － 

17-1-4 

【指摘事項等一覧での指摘等】 

方法が変わったことで、内容的に

当初の想定から大きく変わること

や、方法自体の妥当性に問題があれ

ば、方法書の段階をある意味ないが

しろにすることになりかねないの

で問題かと思います。 

変更後の方法の妥当性が確認で

きれば、このまま手続を進めていく

ことでいかがかと思います。 

［12/19 審査会］ 

－ － 

17-1-5 

【指摘事項等一覧での指摘等】 

方法が違うことによって、環境へ

の影響の予測、評価がだいぶ違うの

か、それとも評価する上では適当な

方法なのか、どう考えたらいいでし

ょうか。 

［12/19 審査会］ 

－ － 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

17 地域社会 

17-1-5 

【指摘事項等一覧での指摘等】 

状況が変わったので、新しい方法

の方が実際の状況に即した予測が

できるかと思います。 

［12/19 審査会］ 

－ 

－ 

【指摘事項等一覧での指摘等】 

そうであれば異論ありません。 

［12/19 審査会］ 

－ 

17-1-6 

【指摘事項等一覧での指摘等】 

指摘事項 17-1-1 の方法書段階か

ら変わったのはなぜかについては

説明を受け、妥当性を確認したの

で、このまま手続を進めていくこと

にしたいと思います。 

［12/19 審査会］ 

【指摘事項等一覧で事務局から確

認】 

準備書での手法ではなく、現況

の交通量にプラスして予測する方

法でも行うという補足説明があり

ました。その結果に関しては、次

回以降に説明するという整理にな

っています。指摘事項 17-1-2 の質

問も含めて、説明されることにな

ります。 

［12/19 審査会］ 

－ 

17-1-7 

分割配分は分割の仕方によって

出てくる結果が変わり得るので、ど

のように分割をしたかを図書に示

して、今後第三者が検証できるよう

に情報を記載することが必要では

ないかと思います。 

［1/10 審査会］ 

 分割方法などを明記し、将来的

に検証できるような形にしたいと

思います。通常５回の分割ですが、

今回は 10 回でやり、内容の検証も

しています。可能な範囲で記載し

たいと思います。 

［1/10 審査会］ 

補足資料 20 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 

分割配分の分割内容は了解しま

した。 

［1/31 審査会］ 

－ 

17-2-1 

パークアンドライド駐車場で、今

回横浜青葉 IC 付近の場所を一つ示

し、予測したことはよかったと思い

ます。その他の場所についても、や

はり示してほしいので、決まり次第

アセスの場で説明してほしいと思

います。 

［11/2 審査会］ 

－ 

補足資料２で 

説明済 

［12/6 審査会］ 

17-2-2 

パークアンドライド駐車場は、事

後調査は当然必要だと思いますが、

計画が未定なまま、環境アセスの審

査を終了すると、本当に適正な審査

の手続と言えるのかが私は疑問に

感じます。やはり計画を示してもら

い、それを審査することがアセスか

と思います。 

［12/6 審査会］ 

できるものに関しては示したい

と考えていますが、まだ開催まで

時間があり、土地についても相手

方と調整を進めているところで

す。契約や協定等ができてない段

階で、全ての場所を示すことが非

常に難しいという状況です。開催

中の駐車場は、予約制の導入も考

えていますので、例えば半年前や

１年前の段階でしっかり見せられ

ると思いますが、この審査会の審

査時点で全てというのはなかなか

難しいと考えています。事後調査

というやり方が、一つ確実に示せ

ますので、提案しているところで

す。 

［12/6 審査会］ 

補足資料 22 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

17 地域社会 

17-2-3 

事後調査を行って影響が大きい

という結果が出た場合、どう対応す

るか聞きたいと思います。 

［12/6 審査会］ 

事後調査で課題が出た場合は、

博覧会の会期は半年間なので、そ

の結果を踏まえて改善をしていき

たいと考えています。 

［12/6 審査会］ 

説明済 

［12/6 審査会］ 

17-2-4 

事後調査で良しとするかについ

ては、他の委員の御意見をお聞きし

たいと思います。 

［12/6 審査会］ 

－ － 

17-2-5 

【審議での指摘事項等】 

出せないものをいくら言っても

なかなか出せないというのはあり

得るとは思いますが、懸念されるの

は、パークアンドライドでこの台数

を確保すると宣言しているのにそ

の計画が出せないのは、確保できな

いのではないかと懸念されます。確

実に確保できなければ、ここで宣言

したことに矛盾することになるの

で、そういうことはきちんと厳しく

指摘した方がいいかと思います。 

［12/6 審査会］ 

－ 

補足資料 22 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 

17-2-6 

【審議での指摘事項等】 

以前に駐車場の配置でゾーニン

グが必要という話もありましたが、

結局可能な限り条件を狭めていく

ことを徹底するしかないと思いま

す。例えばここにはできない、可能

性のあるところはこの辺りなどの

検討です。 終的にきっちり決めな

いと出せないことは、計画側の立場

では分かるところはありますが、そ

のプロセスでやはり大きな考え方

から徐々に狭めていって、ここにす

るという決め方をしているはずで、

その部分を可能な限り提示しても

らい、それに対してこういう配慮す

べきという、やり取りの中で考えて

いく部分も必要ではないかと思い

ます。全然出せないではなく、なる

べく具体的に今出せる考え方を少

しでも出してもらうことを求める

形ではないかと思います。 

［12/6 審査会］ 

－ 

補足資料 22 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

17 地域社会 

17-2-7 

【審議での指摘事項等】 

審議を踏まえますと、情報として

新たなものを現時点で出せないか

ら事後調査で対応することをその

まま受け入れるのではなく、地権者

との関係もあるのでピンポイント

は難しいにせよ、大体このあたりで

何台といった情報で、できるものを

できる段階でしっかりと出してい

ってもらう方向で事業者に対応を

求めるということで、事務局から伝

えてください。 

［12/6 審査会］ 

－ 

補足資料 22 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 

17-2-8 

パークアンドライド駐車場の場

所が特定されれば、順次、情報を提

示してほしいと思います。 

審査会で議論した考え方に沿っ

て、全体的な考え方を示してもらっ

たと理解しました。 

［1/31 審査会］ 

今後場所が決まったものは示し

たいと思いますが、今協議中で、

出せる範囲になってしまうかと思

います。場所が決まったものにつ

ては、協会独自として示し、公開

してかなければならないと思って

います。説明会をするとか、周辺

が混むか、既存の駐車場を使うか

も含めてお示ししていかないとい

けないことですので、環境影響評

価とは別に、そういった動きをす

ることをこの場で約束したいと思

います。 

［1/31 審査会］ 

次回以降 

説明予定 

17-2-9 

大分イメージできました。利用す

る駐車場は、例えば商業地や大規模

な公園等では駐車場の台数が結構

あるかと思いますが、どのような施

設のイメージでしょうか。 

［1/31 審査会］ 

既存の駐車場を借りることも考

え方の一つです。それから公有地

や民有地を借りられれば、そうい

った土地で、もちろん切り盛り、

造成、開発行為になるようなこと

はやらない方向で考えているとこ

ろです。 

［1/31 審査会］ 

説明済 

［1/31 審査会］ 

新たに駐車場を整備できる土地

を確保する場合は、確保した台数が

そのまま博覧会に使用できると思

いますが、既設駐車場を利用する場

合は、通常の営業の中で駐車場が使

われていて、余裕がある分しか博覧

会に使えないと思います。確保する

4,000 台が、協力してくれる駐車場

の合計台数とすると、実際に利用で

きる台数はそれよりも少なくなり

ます。既設駐車場を利用する場合に

博覧会のみでの余裕量で確保でき

るかを聞きたいと思います。 

［1/31 審査会］ 

博覧会で確保して、その分を積

み上げて 4,000 台になるようにし

ていきたいと考えています。 

パークアンドライド駐車場につ

いても、予約制度を導入して、来

場者への対応をしていきたいと考

えているところです。 

［1/31 審査会］ 

分かりました。予定の台数が確実

に確保できそうだということで安

心しました。 

［1/31 審査会］ 

－ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

17 地域社会 

17-2-10 

パークアンド駐車場は、シャトル

バスの運行計画にも密接に連動し

ています。どのエリアにどのくらい

シャトルバスを確保しなければい

けないのか、シャトルバスが待機す

るスペースも必要になりますし、そ

れによる交通影響も考えなければ

いけなくなるので、駐車場の台数を

どこにどのくらい確保するという

話だけではなくて、そこから会場へ

の運行計画も含めて、全体をしっか

り押さえないといけないと思いま

す。その辺りをどう考えています

か。 

［1/31 審査会］ 

今回、どこの場所にどういう駐

車場を配置するのが適正なのかと

いう観点で整理して、来場者が北

側から９割、南側から１割という

推計を考えている中で、西や東、

北東、北西ゾーンは幹線道路や高

速道路を使うと北側からのアクセ

スがしやすい配置になっていま

す。このゾーンの中で必要な台数

を確保していくことを目指してい

ます。 

駐車場は、シャトルバスの発着

が可能な取り付け道路があり、Ｕ

ターンができ、周辺の交通に影響

がないような場所を考え、そこが

難しいところはそういった土地を

借りることも考えながら、調整を

進めている状況です。 

駐車場は、会場とのアクセスも

考え、基本的には幹線道路沿いに

近いところで調整を考えていま

す。今は各エリアで、駐車台数が

大 1,000 台、大体 30～40 人がシ

ャトルバスに乗ることを考える

と、シャトルバスは 20～30 台のイ

メージで考えています。 

［1/31 審査会］ 

説明済 

［1/31 審査会］ 

大分クリアになってきたかと思

います。 

［1/31 審査会］ 

－ 

17-2-11 

パークアンドライドで、シャトル

バスの運行の台数や頻度等はまだ

設定されてないと思いますが、ここ

で議論している交通量などに反映

されていますか。また反映されてな

い場合、実際にパークアンドライド

駐車場の場所が決まり、シャトルバ

スの運行も決まる中で、議論してき

た数字がどんどん変わっていくも

のですか。 

［1/31 審査会］ 

パークアンドライドのシャトル

バスの台数は、現在の推計に反映

されている状況です。 

［1/31 審査会］ 

説明済 

［1/31 審査会］ 

17-2-12 

パークアンドライド駐車場の場

所が決まり、シャトルバスの運行が

決まっていく中で、その周辺の交通

渋滞などが出てくると思うので、そ

れを議論する場がこの先あるかを

聞きたいです。 

［1/31 審査会］ 

パークアンドライド駐車場の全

体が決まらない可能性があるの

で、事後調査でシャトルバスの運

行も含めて調査を行います。そこ

で示す形になると考えています。 

［1/31 審査会］ 

説明済 

［1/31 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

17 地域社会 

17-2-12 

事業者に全て任せて、事後調査で

本当にいいかが疑問です。パークア

ンドライド駐車場の場所について

の詳細が決まっていない段階で、想

定したものを数値で出していると

いうことですが、想定が適切かどう

か疑問もあります。議論せずに、事

後調査での報告でいいかについて

は、委員の方の御意見をほしいと思

います。 

［1/31 審査会］ 

－ 

説明済 

［1/31 審査会］ 

17-2-13 

このままでいいとはならないの

かもしれませんが、先ほどパークア

ンドライド駐車場の各エリアで想

定されるシャトルバスの台数が 20

～30 台という回答でした。準備書

で算定しているシャトルバスにつ

いて、鉄道駅から会場までの輸送を

担うシャトルバスとパークアンド

ライド駐車場から会場までの輸送

を担うシャトルバスの台数は、それ

ぞれどのくらいを想定して、全体で

何台かという前提を確認させてく

ださい。 

［1/31 審査会］ 

駅シャトルバスは約 2,600 台、

パークアンドライドシャトルバス

は約 600 台を推計や交差点解析の

中に入れて、検討しているところ

です。この台数は往復ですので、

片道だと半分の台数ですが、往復

の台数をきちんと見込んで解析し

ています。 

［1/31 審査会］ 

説明済 

［1/31 審査会］ 

17-2-14 

【審議での指摘事項等】 

パークアンドライド駐車場の件

は、この後審議する機会があるとい

うことでいいですか。 

［1/31 審査会］ 

【審議で事務局が回答】 

場所が順次明らかになったもの

があったら、必要に応じて事業者

が話をするという説明内容かと思

います。 

［1/31 審査会］ 

－ 

【審議での指摘事項等】 

実際に確定しなかったものにつ

いては事業者に任せて、特に審議を

する機会はないという理解でいい

ですか。 

［1/31 審査会］ 

【審議で事務局が回答】 

事業者からの説明では、事後調

査でパークアンドライド駐車場に

ついては報告するとありますが、

事後調査結果については審査会の

方にはお話しないことになります

ので、機会は設けられない形にな

ります。 

［1/31 審査会］ 

【審議での指摘事項等】 

審査会としては、それを了承する

ということでいいのでしょうか。審

査会の考え方として、それで仕方な

いという話でいいか確認したいで

す。 

［1/31 審査会］ 

－ 
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17 地域社会 

17-2-15 

【審議での指摘事項等】 

審査会としては、できるだけ具体

的な数字や場所も含めて出してほ

しいということは、再三言っている

ところです。ただ相手もあるという

ことで、なかなか現時点では出せな

いのであれば、ある意味致し方ない

ということにはなろうかと思いま

す。現段階での出せる情報を踏まえ

て、しっかりと環境保全措置を講じ

ていただく旨を指摘すると、事後調

査でしっかりと情報を出してくだ

さいと言うということになります。 

［1/31 審査会］ 

－ － 

17-2-16 

【審議での指摘事項等】 

事業者の回答で、例えばパークア

ンドライド駐車場に関わるシャト

ルバスは 600 台という数字で、それ

は会議録にも残ったはずです。それ

は既に予測評価に使った交通量の

データには含まれているという話

でした。 

そこは数字が明確になったと理

解していて、パークアンドライド駐

車場の設置に伴う環境影響の程度

は、例えば大気や騒音の予測値にも

反映されているという説明でした。

さらに問題があれば、この審査会で

発言されてももちろんいいと思い

ますし、まだ審議できることだと理

解しています。 

［1/31 審査会］ 

－ － 

17-2-17 

【審議での指摘事項等】 

継続審議ですので、この案件でさ

らにパークアンドライド駐車場に

関連して確認されたいことがあれ

ば、次回以降も御発言いただいて、

必要な情報があれば事業者にそれ

を要請するということでいいかと

思います。 

［1/31 審査会］ 

－ － 

17-3-1 

開催中の交差点で、地点 12 が限

界需要率を超えています。東からの

流入の車両による右折で交通容量

比が 1.0 を超えていて、資料編など

を見ると、滞留長が 348ｍとありま

す。この滞留長は、おそらく駐車場

の出入口を超えてしまうと思いま

す。さらに、計算内容を見ると、右

折する車と同時に横断歩道は青で

すが、歩行者の影響を考慮されてい

ないようなので、考慮すると更に影

響は大きくなるかと思います。どう

いった検討内容や評価をしている

かを説明してほしいと思います。 

［11/2 審査会］ 

－ 

補足資料３で 

説明済 

［12/6 審査会］ 
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17 地域社会 

17-3-2 

予測し直した滞留長が約 350ｍ

で、準備書資料編の数値と変わって

いませんが、どうして変わらないか

を教えてください。 

［12/6 審査会］ 

内容をもう一度確認させていた

だいて、次回以降に報告したいと

思います。 

［12/6 審査会］ 

補足資料 15 で 

説明済 

［1/10 審査会］ 

滞留長の計算は交通容量比が1.0

を超えないことが前提なので、超え

ている状態では誤解を招きかねな

いかとは思いました。計算の内容に

ついては了解しました。 

［1/10 審査会］ 

－ 

17-3-3 

地点 12 の滞留を緩和するため、

ピーク時の運用として地点 10 から

の退出も考えるということで、地点

10 と地点２がその経路上にありま

すので、改めて予測評価を行う必要

があるかと思います。 

［12/6 審査会］ 

地点 10 からの退出による影響

に関しての予測評価については整

理して、次回以降にどういった負

荷がかかるか、どういった条件で

あれば対応可能か、どういう状況

になっていくかを示したいと思い

ます。 

ただ地点 12 の横断歩道は、横断

する人は極めて少ないのではない

かと考えていますので、どう考え

ていくかも次回以降に示したいと

思います。 

［12/6 審査会］ 

補足資料 14 で 

説明済 

［1/10 審査会］ 

17-3-4 

200 台を迂回させた予測結果で、

改善することは分かりました。地点

10 と地点２について、交通容量比

は示されていますが、交差点需要率

も教えてほしいと思います。 

地点 12 は、依然として交通容量

比が 1.0 を超えていますので、処理

ができないと思います。どういう考

えかを聞きたいと思います。 

［1/10 審査会］ 

次回以降に、地点 10、地点２の

交差点需要率も整理したものを提

示したいと考えています。 

今回は試みで、これから交通管

理者や道路管理者等と協議してい

かなければいけないので確定でき

ないですが、地点 10、地点２の交

通容量比を考えて 200 台と設定

し、効果を検証しました。 

［1/10 審査会］ 

補足資料 21 で 

説明済 

［1/31 審査会］ 

交通容量比が 1.0 を超えている

ところと、交差点の需要率で 0.971

や 0.858 という数字があります。

0.858は辛うじて大丈夫かもしれな

いですが、0.971 では多分限界需要

率を超えてしまうので、超えてしま

う場合はどのように処理するかを、

交通管理者との協議等もあってま

だ確定はしてないとは思いますが、

検討してほしいと思います。 

［1/10 審査会］ 

需要率を出す際に改めて説明し

たいと思います。 

［1/10 審査会］ 

地点10、地点２についての内容は

了解しました。 

［1/31 審査会］ 

－ 

17-3-5 

地点 12 を通る車両 1,394 台のう

ちの 200 台だけこちらを通ってく

ださいという誘導がどのようにし

たらできるかも考えてもらう必要

はあるかと思います。 

［1/10 審査会］ 

駐車場の出入口に誘導員をつけ

て、こういうルートで暫定的にこ

の時間帯だけ回しますと周知する

など、混乱のないように誘導して

いきたいと考えています。 

［1/10 審査会］ 

説明済 

［1/10 審査会］ 
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17 地域社会 

17-3-6 

計算結果で、より現実的だと思わ

れる計算④では、退場待ちの車両長

が 1,794m です。これを区域内道路

と駐車場で収容して滞留させると

いうことですが、現実的に処理が可

能かについて考えを聞きたいと思

います。 

［1/10 審査会］ 

現実的な対応として、ピーク時

間帯を事前に来場者に周知し、集

中しないようにオペレーションを

考えていきたいと思います。会場

の運営やイベントで、どの時間に

何があるかで来場者は退場する時

間を考えると思いますので、それ

と連動した周知を考えていきたい

と思います。駐車場での滞留が想

定されることは、事前に来場者へ

アナウンスして、駐車場で誘導員

等を活用しながらチラシを配るこ

とも一つですが、御不便をかけな

いようにしたいと考えています。

計算④については、一番混む時間

に地点 12 の北側の横断歩道を渡

る方は少ないかとは思っています

ので、もう少し歩行者の影響は少

ないのではないかという考えも持

っています。 

［1/10 審査会］ 

説明済 

［1/10 審査会］ 

17-4-1 

地点 11 は、信号がないバスター

ミナル出入口だと思います。無信号

交差点の予測方法を用いていると

思いますが、計算過程が確認できな

かったので示してほしいです。ま

た、パラメータが乗用車のものでは

ないかと思います。大型車のバスが

使う無信号交差点なので、大型車が

本線の車両の間を縫って流入する

ことが必要ですが、大型車はすばや

く動けないので、乗用車よりも時間

が余分にかかります。それをきちん

と反映した上で、評価する必要があ

るかと思います。 

［11/2 審査会］ 

－ 

補足資料４で 

説明済 

［12/6 審査会］ 

17-4-2 

地点 11 のバスターミナルから環

状４号線に出入りする部分で、横断

歩道が設置されるかを教えてくだ

さい。横断歩道が設置される場合、

横断歩行者の影響を考慮した容量

の評価をする必要があるかと思い

ます。ここは会場の出入口にも非常

に近く、バスに乗る人や近くの駐車

場に向かう人の横断が想定される

ので、影響は結構大きいかと思いま

す。もし横断歩道が設置されなけれ

ば、横断防止柵等の対応も必要かと

思います。 

［12/6 審査会］ 

地点 11 は、区画事業でこれか

ら整備する交差点ですので、交差

点の横断の仕方は交通管理者との

調整があり、今後の動きになって

くると思っています。 

［12/6 審査会］ 

補足資料 17 で 

説明済 

［1/10 審査会］ 



この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることもありますので、取扱いにご注意願います。 
 

  32  

項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 
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17-4-2 

環状４号線からバスターミナル

への進入で、大きな滞留は発生しな

いと想定していますが、横断歩道が

ある場合は歩行者によって左折車

が止められるので、この影響を考慮

するべきか思います。 

［12/6 審査会］ 

南側からいらっしゃる方は、地

点 11 の前で会場に入る動線を考

えていますので、来場者というよ

りは一般の通行者がここを通るの

かどうかといったところと考えて

います。 

［12/6 審査会］ 

補足資料 17 で 

説明済 

［1/10 審査会］ 

地点 11 は、横断歩道が南北方向

にはあると思われますので、横断者

がいると数字どおりにバスが出入

りできない可能性もあります。例え

ば誘導員を配置して、歩行者に一時

的に止まってもらう等も併せて検

討する必要があるかと思います。 

［1/10 審査会］ 

誘導員を入れて、歩行者が通る

場合にはそういった対応を考えて

いかなければいけないと思ってい

ます。また、交通計画を交通管理

者や道路管理者とも協議し、人の

制御の仕方はどれが適正か、どう

いうやり方がいいかを調整しなが

ら、考えていきたいと思っていま

す。 

［1/10 審査会］ 

17-4-3 

大型車の乗用車換算係数 2.0 は、

直進する交通流の中の大型車の影

響で使われる数字なので、大型車が

右左折する場合は、乗用車のように

素早く曲がれないのでもっと影響

は大きいと思います。これに関し

て、ガイドライン等に数値が示され

ていないので、実測を行って設定す

る必要があるかと思います。バスの

左折が多い交差点で実測すれば、乗

用車に対してどのくらいバスが時

間かかるのかは求められると思い

ますので、そうした検討をすべきか

と思います。 

［12/6 審査会］ 

今回 2.0 という数字を使いまし

たが、実測ということは再調査な

どをして、どの数字が正しいかを

検証すべきという指摘なのか確認

したいと思います。 

［12/6 審査会］ 

補足資料 16 で 

説明済 

［1/10 審査会］ 

再調査ではなく、乗用車換算係数

2.0 が妥当かどうか、例えば駅の近

く等のバスが左折する交差点で、乗

用車の曲がり方に比べて大型車の

曲がり方がどのくらい時間が余分

にかかるか観測します。それに基づ

けば、乗用車換算係数を設定できる

かと思います。調査を１、２箇所す

れば良いかと思います。 

［12/6 審査会］ 

2.0 が妥当であるかの調査は、

何ができるかをもう一度検証し

て、なかなか確立したやり方がな

い中で創意工夫しなければいけな

い部分ですが、整理をして、次回

以降に提示できればと考えていま

す。 

［12/6 審査会］ 

実測をありがとうございました。

前回は大型車の乗用車換算係数が

2.0 でしたが、実測に基づいて 2.24

という数字で予測をやり直したの

で、より信頼性のある結果が得られ

たかと思います。その結果、処理は

可能でしたので、これでよろしいか

と思います。 

［1/10 審査会］ 

－ 
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17-4-4 

地点 11 から地点 12 までは十分

な距離があると書かれていますが、

途中に上瀬谷小学校東側交差点も

ありますので、それでも大丈夫か確

認する必要があるかと思います。あ

とは片側２車線になるので、片側車

線でも処理できると書かれていま

すが、具体的な数値で示してほしい

と思います。 

［12/6 審査会］ 

片側車線にバスが滞留したとこ

ろだと思いますが、そういった計

算の仕方も確立したものがないと

認識していて、こういう計算式が

といったものをサジェスチョンい

ただければ、今後の検討に是非役

立てたいと考えています。 

［12/6 審査会］ 

補足資料 17 で 

説明済 

［1/10 審査会］ 

片側に車両が滞留した場合に処

理できるかという点は、単純に片側

２車線の道路が１車線になったと

しても直進通過車両が処理できる

かを確認すれば良いかとは思いま

す。       ［12/6 審査会］ 

２車線から１車線に変わること

による影響も、整理して示したい

と考えています。 

［12/6 審査会］ 

計算により、１車線でも処理が可

能ということですので、よろしいか

と思います。 

［1/10 審査会］ 

－ 

17-5-1 

駐車場に関して、各出入口のピー

ク時の流入台数は、出入口１は 714

台/時、出入口２は 577 台/時です。

一方、出入口１、２とも８秒に１台、

車が入れる設定で計算されていま

すが、これでは１時間に 450 台しか

入れないので、例えば出入口１です

と 260 台分足りないことになりま

す。１時間経つと 260 台がまだ入れ

ないはずですが、出入口 1の滞留長

69ｍと計算が合わないので、多分、

予測のやり方を誤っていると思い

ます。参照された指針に滞留長の計

算方法が書いてありますが、その前

提として「各出入口における入庫処

理能力がピーク１時間に予想され

る来客の自動車台数を上回るよう

な駐車場形式を選定することが必

要である」とあります。450 台を下

回る台数になった上で、滞留長を計

算するのが正しいかと思います。修

正する必要があるかと思います。 

［11/2 審査会］ 

－ 

補足資料５で 

説明済 

［12/6 審査会］ 

内容を承知しました。 

［12/6 審査会］ 
－ 

17-6-1 

シャトルバスは、４駅以外に空港

等からの直行バスが検討されてい

るようです。それらの台数がどのく

らいかと、周辺道路の評価、交差点

の評価等に考慮する必要があると

思いますので、考慮されているかを

明確にする必要があるかと思いま

す。 

［11/2 審査会］ 

－ 

補足資料６で 

説明済 

［12/6 審査会］ 

内容を承知しました。 

［12/6 審査会］ 
－ 
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17-7-1 

各駅のシャトルバスの発着につ

いては未定で、概念だけ示していま

すが、本当に発着できるかという検

討は、少し先かもしれませんが、審

議の中で示す必要があるかと思い

ます。例えば、十日市場駅では延べ

900 台/日で、出発と到着で 900 台

と考えると、450 台出発することに

なります。大店立地の指針で示され

ている典型的なピーク率は 14.4％

で、計算すると 62、3 台/時になり

ますが、本当に１時間に 60 台、１

分に１台が発着できるバース数や

乗り降りの方法が確保できるか、そ

の辺りも各駅で予測評価する必要

があるかと思います。 

［11/2 審査会］ 

－ 

次回以降 

説明予定 

17-7-2 

指摘事項（17-7-1）のシャトルバ

スの各駅の影響で、敷地と周辺道路

の評価になりますが、４つの駅から

のシャトルバスが非常に多く、それ

が駐車場の必要台数の計算等にも

大きく影響しますので、シャトルバ

スがきちんと運行できるかは非常

に重要な問題だと考えています。か

なり高頻度でシャトルバスを出す

ので、本当に成り立つかが極めて心

配です。特に瀬谷駅、三ツ境駅の辺

りは道路等も厳しいので、きちんと

成り立つかが確認できないと、そも

そもの駐車場必要台数にも疑念が

発生してしまいます。先の話とは言

わず、今、できることを確証をもっ

て示してもらわないと、評価として

は問題が出てくるかと思います。非

常に重要であると指摘しておきた

いと思います。 

［12/6 審査会］ 

整理に時間をいただきたいと思

います。しっかりと安心してもら

えるようなシャトルバスの運行や

駅周辺の状況を示す必要があると

認識しています。 

［12/6 審査会］ 

次回以降 

説明予定 

－ 

【審議で事務局から確認】 

指摘事項の趣旨は、駅での人の

滞留がどうなるかしっかり数字的

な部分を出してくださいというこ

とですが、発言の趣旨は周辺の道

路状況がどうかということです

か。 

［12/6 審査会］ 

【審議での御指摘等】 

指摘事項の趣旨は資料でしか把

握できず、あまり理解できなかった

ところがあります。私としては、周

辺の道路状況、それからバスのバー

スとの関係できちんと成り立ちう

るかを気にしているというもので

す。 

［12/6 審査会］ 

－ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

17 地域社会 

17-7-3 

準備書意見見解書 p2-31 で「シャ

トルバス発着駅におけるバス乗り

場や待機場所の想定及び、滞留人数

の予測については、環境影響評価書

に記載します。」とあります。評価

書での記載は必要ですが、この審査

会の場に、補足資料として出せる段

階で出していただきたいと考えて

います。 

［2/16 審査会］ 

シャトルバスの発着のところ

は、まだ審査会の場に示せていま

せん。審査会の場で説明し、そこ

での御意見をしっかり反映させた

評価書を出したいという意味で書

いています。 

［2/16 審査会］ 

説明済 

［2/16 審査会］ 

17-8-1 

地点 12 以外の交差点では、歩行

者の影響をきちんと考慮されてい

るか聞きたいです。 

輸送計画では、多客日は徒歩で約

6,000 人の想定ですので、これらの

人がどこの経路を通って会場に来

られるのか、また帰るのかです。一

番近いのは瀬谷駅なので、この方面

からの来場が多いとは思いますが、

途中に交差点５や６があるので、こ

こを南北方向に横断する歩行者の

数はそれなりに多いかと思います。

準備書の予測では交差点６は現地

調査と同じ人数、地点５では歩行者

数が 85 人から開催中は 40 人に減

少します。これがどうしてかも教え

てください。多客日のピークでは、

１時間に数百人から千人くらいは

歩くかと思うので、交差点での影響

はそれなりに大きくなると思いま

す。それを含めた評価を行っている

か、行っていなければ、それを含め

た交差点の評価を行う必要がある

かと思います。 

［12/6 審査会］ 

２章に、歩行者の主な動線を提

示しています。現時点で、博覧会

の会場まで歩いていらっしゃる、

あるいは自転車でいらっしゃる方

の動線は示しています。 

地点 12 に関しては考慮しない

としていましが、他の地点に関し

ては、取得できるデータで、考慮

できるものは考慮しています。 

数値の妥当性は確認したいと思

います。もう一度整理して、次回

以降に報告したいと思います。 

［12/6 審査会］ 

次回以降 

説明予定 

輸送計画で、徒歩による来場も

6,000 人ですので、それがどのよう

にどちらの方面からどんな経路を

通ってくるかが、きちんと付加され

ている必要があると思います。 

［12/6 審査会］ 

－ 

17-9-1 

地点 11 のピーク時間の一般交通

は 466 台という数字ですが、これは

実測値でしょうか。 

［1/10 審査会］ 

これは将来一般交通量で、準備

書で使っているものですので、将

来推計の結果です。 

［1/10 審査会］ 

説明済 

［1/10 審査会］ 

この道路はすごく渋滞すること

で有名な場所ですが、466 台は結構

少ないと思いました。何かしらの実

測値から推測されているのであれ

ば、渋滞している時は結局１時間に

通過する交通量も少なくなるわけ

で、過小評価になっていないかが気

になったので質問しました。 

［1/10 審査会］ 

環状４号線は、将来４車線の形

になります。道路構造も変わるこ

とを踏まえて、また周辺の道路条

件も変わった中での予測結果です

ので、現況の渋滞状況と将来状況

は変わると推計しています。 

［1/10 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

17 地域社会 

17-9-2 

将来一般交通量の数字は、今回の

分割配分の推計を行った結果です

か。 

［1/10 審査会］ 

御指摘のとおりです。 

［1/10 審査会］ 

説明済 

［1/10 審査会］ 

その結果を用いて、かつ４車線に

拡幅されることも踏まえると、この

結果で大丈夫かと思います。 

［1/10 審査会］ 

－ 

17-10-1 

今回の補足資料 18 は現況交通量

による結果ですが、準備書において

も滞留長は出ているかと思います。

滞留長が、実際の交差点でのレーン

長に収まるかのチェックをしても

らう方が良いかと思います。 

［1/31 審査会］ 

横浜市の方で道路設計の協議中

で、どのような車線の構成になる

か、その延長や右折レーンの長さ

がどのくらいかについては入手し

ていない状況です。滞留長が収ま

るかどうかを明確に示すことは難

しい状況です。 

［1/31 審査会］ 

次回以降 

説明予定 

確かに交差点の改良等の議論を

しているところもあるかと思いま

すが、そうではない交差点もあると

思います。できるものはチェックし

て、収まるかを示してほしいとは思

います。 

［1/31 審査会］ 

－ 

18 景観 18-1-1 

囲繞景観の撮影範囲で、場合によ

って里山側を向いていたり、農地側

を向いていますが、どうしてそちら

側を向いているのかも示してほし

いです。 

［11/2 審査会］ 

景観の向きは、基本的に博覧会

の会場を見渡せる位置を選んだつ

もりです。この地点、この向きで、

博覧会の全容を見ることができる

のではないかということで、撮影

位置と向きを示しています。 

［11/2 審査会］ 

補足資料 10 で 

説明済 

［12/19 審査会］ 

各撮影地点で 360 度撮られてい

たら、できれば両方を載せると良い

かと思います。地点 25 は両方撮っ

ていますが、地点 28 は右側です。

背景に自然環境があることも、囲繞

景観の場合は景観に含まれると思

います。それを表すには、地点 25 の

ように両サイドを対象にして予測

した方が、より地点の環境を反映し

た囲繞景観になるかと思います。 

［11/2 審査会］ 

データは 360 度あるので、全体

を見る意味で、地点 28 は半分の

180 度を取っていますが、もう反

対側も整理して見せたいです。 

［11/2 審査会］ 

それぞれお持ちですか。地点 28

だけですか。 

［11/2 審査会］ 

データとして 360 度の写真はあ

りますが、フォトモンタージュま

でできるかは少し検証が必要かと

思います。 

［11/2 審査会］ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

18 景観 

18-1-1 

例えば、地点 32 は東側が結構大

事にみえますが、地点 32 の東側は

地点 28 の西側よりも、より注目す

べきかと思います。 

［11/2 審査会］ 

360 度のもので地点 28 と 32 を

検討します。地点 32 に関して、修

正届出書の時の地点 34 という形

で、中からではなくて外側から地

点 32 側を見たフォトモンタージ

ュや写真が資料編にあります。樹

林は、区画事業で博覧会時には今

ある既存樹木は残し、それを活用

しながら駐車場整備を行うと調整

したので、樹林の向こう側の駐車

場のイメージを参考として付けて

います。  

［11/2 審査会］ 

補足資料 10 で 

説明済 

［12/19 審査会］ 

眺望景観として撮られた範囲に、

この向きが入っているという理解

で正しいですか。 

［11/2 審査会］ 

眺望景観で地点を増やすように

という御意見を踏まえ、撮ったも

のです。樹林で公道から見えない

ので、樹林よりも踏み込み、駐車

場のエリアに入った所での見え方

のイメージを参考に付けていま

す。 

［11/2 審査会］ 

眺望景観の方で、外から見た眺望

景観が中から見た囲繞景観と重複

するようなフォトモンタージュが

あれば、それが囲繞景観としてもイ

メージできるかで判断すればいい

かと思います。例えば、山並みが眺

望では見えるけれども、人間の目線

では見えなくなることが、場所で生

じ得るのであれば、重複していても

囲繞景観として捉え直す必要があ

るかと思います。 

［11/2 審査会］ 

こういった資料も対応している

上で、囲繞景観の地点28と地点32

で、どういう形でシミュレーショ

ンできるかを少し整理して、山並

みも含めて反対側がどういう形な

のかも整理できる範疇で次回以降

整理したいです。 

［11/2 審査会］ 

18-1-2 

「地点 32 の東向きの方が」と言

いましたが、山並みを考えると事業

者も述べていた地点 28 の西向きの

方が重要そうです。地点 28 の西向

きのフォトモンタージュについて、

検討してほしいと思います。 

［11/2 審査会後の送付意見］ 

－ 

補足資料 10 で 

説明済 

［12/19 審査会］ 

景観を両側で取ったことで、より

囲繞景観が表現されて、多角的に評

価ができるようになったかと感じ

ます。 

［12/19 審査会］ 

－ 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

18 景観 

18-2-1 

囲繞景観の指標例で、どの指標を

重視したか、どれをどのように組み

合わせて、丸や二重丸や三角にした

かを示すと客観的かと思います。 

利用性の「利用」は、博覧会では

来場利用者、おそらく鑑賞する人の

イメージかと思いますが、なぜ囲繞

景観の指標になってくるのか少し

疑問に思います。本来は、自然的な

景観とそれに関わる人の活動で捉

えると思います。指標や指標を基に

した評価の考え方を客観的に示し

てほしいと思いました。 

［11/2 審査会］ 

利用性については、博覧会の観

光的な利用も含めて、評価してい

ます。区画事業や公園事業と密接

に連携しているので、公園事業の

評価指標と同じものを使って評価

をし、比較もできるのではないか

ということで、この指標を使って

います。 

［11/2 審査会］ 

補足資料 11 で 

説明済 

［12/19 審査会］ 

ここで何人が利用されるかは予

測が難しいので、評価に利用者数が

直接入るわけではないと思います。

観光利用の場合においては、あえて

数や属性に特段注目せずに、利用の

アクセス性の観点でみてはいかが

かと思います。この指標をどう組み

合わせて、丸、三角なのかは示して

ほしいと思います。 

［11/2 審査会］ 

指標として、アクセスのしやす

さという観点も含めた評価を入れ

た補足資料を次回以降にお見せし

たいです。 

［11/2 審査会］ 

18-2-2 

評価の考え方は、二重丸、丸、三

角の根拠になっているかと思いま

すが、参照している資料等がありま

したら教えてほしいと思います。 

［12/19 審査会］ 

指標例は、環境省で出している

ガイドラインを抜粋したものを基

に、博覧会を評価する際にはどう

いったものが適正なのかを整理し

ています。 

評価の考え方は、博覧会を評価

する際にこういった指標の評価は

分かりやすいのではないかと、私

どもで作成したものです。 

 

［12/19 審査会］ 

説明済 

［12/19 審査会］ 

18-2-3 

固有価値で固有性、親近性とあ

り、例えば駐車場等ができて他にな

い独特な要素だと評価されていた

り、お金を払って入れるようになる

から親近性が高まることがクロー

ズアップされていますが、固有価値

は歴史文化性というか、人と環境の

関わりの固有性や人が環境に親近

感を覚えるかという観点かと思い

ます。もう少し人と環境との調和の

観点から価値を評価するような文

言にして、その中に博覧会施設の調

和のあり方を書いてもらうと、景観

の固有価値という意味での理解が

増しやすいと感じました。人工物自

体にクローズアップしないような

予測、評価の再検証等をしてもらえ

ると有り難いと思います。 

［12/19 審査会］ 

親近性に関しては、やはり博覧

会も人と自然の触れ合いを感じて

もらうような庭園や植樹等を考え

ていて、何もない造成地の状態か

らそういったものができると、地

域の人々が親しみを感じるだろう

という観点で評価尺度を設けてい

ます。自然の価値や意味について

は自然性で、固有性や親近性と自

然性の観点は分けて、他にない独

特の要素があるか、親近性に関し

ては新たにできることによって

人々が親近性を持つような要素が

あるかという評価尺度を設けてい

ます。 

御指摘の調和のあり方で、親近

性のそういった観点は非常に重要

だと思いますので、文言を整理で

きるか検討したいと思います。 

［12/19 審査会］ 

補足資料 29 で 

本日説明 
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項目 No 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

18 景観 18-2-3 

何もなかったという認識での景

観の捉え方は、あまり適切ではない

ように思います。今まで利用制限さ

れてきたことで、里地的な田園景観

が維持されていたり、その背景にあ

る樹林と里地との一体感が得られ

たり、そういったものが一面で見渡

せる歴史、文化的な価値があったと

いう前提の下、それがどう変質する

かを表現するのが景観に対する影

響かと思います。全く新しいものだ

から良いではなく、今まで蓄積され

てきた景観の変容について評価す

ることが大事だと思います。例えば

里地の田園景観を、ここでどう評価

したかも読み取れるように書いて

ほしいと思います。 

［12/19 審査会］ 

事業自体が区画事業の土地を使

うことや、その後の公園になるこ

とを前提とした立ち位置で、そこ

からどういう影響を与えていくの

かを意識しすぎている部分があっ

たかもしれません。この場所が里

地里山であったという歴史的なこ

とや背景があることも、どう表現

するかは難しいところですが、意

識した表現や尺度をトライしたい

と思います。 

［12/19 審査会］ 

補足資料 29 で 

本日説明 

19 触れ合い 

活動の場 
19-1-1 

区画１号線と瀬谷地内線の間の

区域内道路は、地域の交通、特に自

転車等を考えると、自然との触れ合

いの新たなルートになり得ると考

えています。どのように自転車通行

や地域の方々の自然との触れ合い

のルートとして活用できるような

形で整備されるかを教えてほしい

と思います。 

［1/31 審査会］ 

区域内道路は、横浜市の区画事

業で整備するものです。これから

の調整ですが、工事中は重機も入

りますので、安全性ということで、

一般の通行に関しては一定程度制

限をしなければいけないと思いま

す。しかし、今も通行する方もい

る中で、できる限り通行が可能な

方策を横浜市と一緒に検討したい

と思っています。博覧会開催中は、

セキュリティやチケットを買って

もらいますので、どうしても会場

の中の通行はできないと考えてい

ます。迂回ルートなどは検討した

いですが、区画事業の事業者や道

路管理者、公園管理者としての横

浜市の立場もありますので、何が

可能かは、運用の中で考えていき

たいと現時点では考えています。 

［1/31 審査会］ 

補足資料 30 で 

本日説明 
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19 触れ合い 

活動の場 
19-1-1 

運用の中で配慮されるのは当然

ですが、建設する施設群として、東

側は非常に多く、なおかつ展示建築

施設というエリアを結ぶ施設が将

来的に公園の施設になると聞いて

います。そう考えると、この地域の

入口が必ずしもメインゲートでは

なく、東側の方になる可能性もあり

ますし、市民の森や周辺の自然のと

の触れ合いのルートになり得るの

ではないかと考えています。そうい

った観点で、工事中の歩行者に対す

る安全や自転車通行の安全性の管

理は非常に重要ではないかと思い

ます。どのようにこの地域の新しい

歩行者、自転車の通行を作るかとい

う観点で、書ける点を評価書で記載

してほしいと思います。 

［1/31 審査会］ 

博覧会の会場は区画事業の事業

中の土地を半年間借りて、我々は

開催するという立場です。博覧会

の事業として、自転車の迂回ルー

トを書くことは難しいところで

す。横浜市とも調整しますが、理

解いただければと思います。 

［1/31 審査会］ 

補足資料 30 で 

本日説明 

触れ合い活動の環境保全措置に、

自転車の利用という観点があり、駐

輪場の整備について書いてあるの

で、その具体性をお願いしたいで

す。 

［1/31 審査会］ 

難しい部分もありますが、何が

書けるか検討したいと思います。 

［1/31 審査会］ 

 


